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第３章 各ステップの具体的な取組内容 

3.1 企画立案ステップ 

3.1.1. 企画立案ステップの概要 

「企画立案」ステップでは、主に事業主体（区市町村や交通事業者）が中心となり、

「自動運転サービスの導入計画」を作成します。 

はじめに自動運転サービスの導入対象となる地域の現状と課題を整理した後、導入計画

のうち、自動運転サービス内容、自動運転サービス実施体制、需要予測・採算性及び社会

受容性の向上策について検討を行います。 

 

図 ３-１ 「企画立案」ステップにおける検討・取組内容 

  

見出し番号 検討・取組事項 具体的な検討・取組内容 

3.1.2. 

 
 導入対象とする地域や既存の営

業路線の現状と課題の整理 

3.1.3. 
  運行ルート、停留所、運行ダイ

ヤ、運賃・料金、車両などの具
体的なサービス内容を検討 

3.1.4. 

 
 運行主体や自動運転システム提

供者となる事業者を選定 

3.1.5. 

  自動運転サービスの導入に係る
支出・収入額の想定を整理し、
事業採算性について検討 

3.1.6. 

  自動運転サービスを地域に受け
入れてもらうための取組内容を
検討 

導入対象地域の課題整理 

自動運転サービス内容の検討 

自動運転サービス実施体制の検討 

需要予測・採算性の検討 

社会受容性向上策の検討 
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3.1.2. 導入対象地域の課題整理 

はじめに、導入計画を作成する上で、導入対象とする地域や既存の営業路線の現状と課

題を整理し、自動運転サービスの導入による課題解決の可能性を検討します。 

 

(1) 導入地域や既存営業路線の課題の整理 

自動運転サービスの導入によって解決に寄与することが見込まれる地域公共交通に関す

る課題として表 ３-１のような事項が挙げられます。 

導入地域や既存営業路線の現状と課題を把握する方法としては、地域住民や来訪者に対

して現状の利便性や要望等に関するアンケート調査やヒアリング調査を行ったり、現在の

利用状況のデータを分析したりすること等が挙げられます。 

なお、具体的な整理方法については、「地域公共交通づくりハンドブック※1」や「地方部

における自動運転移動サービス導入マニュアル※2」等に掲載されていますので、そちらを

参考にしてください。 

 

表 ３-１ 地域公共交通に関する課題 

地域公共交通に関する課題 

地域公共交通の 
維持・確保 

 既存路線維持のための運転手確保が難しい。 
 既存の赤字路線を維持するための運営の合理化 
 交通空白地域・不便地域において運転免許証を返納する高齢

者などの移動手段の確保 

地域公共交通 
サービスの改善 

 地域公共交通ネットワークの再編による利便性向上 
 運行ダイヤ改正等のサービスの改善 

地域公共交通 
の充実 

 ラストワンマイル移動の充実 
 周遊観光する来訪者に対する分かりやすく、使いやすい公共

交通サービスの充実 
 まちのにぎわいや健康増進の観点からの移動機会の誘発 

 
※1 「地域公共交通づくりハンドブック」（国土交通省、平成 21 年 3 月、p22~23）  
※2 「地方部における自動運転移動サービス導入マニュアル Ver2.0」（(一社)道路新産業開発機構、令和

2 年 12 月、p2） 
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(2) 自動運転サービス導入による解決の可能性の検討 

自動運転サービスの導入により、遠隔監視室から一人で複数の車両を運行させることが

可能となることが見込まれています。これを踏まえ、前記(1)で整理した導入対象地域の課

題に対し、自動運転サービス導入による解決可能性や効果として、以下に示す事項が挙げ

られます。 

 

1) 省人化による継続的な運行体制の確保 

近年の運転手不足に対して、省人化による継続的な運行体制の確保が期待できます。 

これにより、運転手不足で路線維持が困難となった場所における地域公共交通の維持や、

ニーズはあるものの運転手不足で必要な路線や便数の確保が困難であった場所における地

域公共交通の確保に対応できる可能性が高まります。 

 

2) 運営合理化による運営コストの縮減・抑制 

一人当たり監視車両数を更に増やしていくことで、従来の公共交通サービスよりも運営

コストの縮減・抑制が期待できます。これにより、地域公共交通のサービス改善・充実に

対応できる可能性が高まります。 

 

 

 
図 ３-２ 遠隔監視における運営合理化のイメージ  
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3.1.3. 自動運転サービス内容の検討 

ここでは、前節で整理した課題を念頭に、自動運転サービスを新規路線や既存の営業路

線に導入する際の、具体的なサービス内容の検討方法を示します。 

本ガイドラインでは、想定される需要や事業採算性と併せて検討を行う、以下の①～④

のサービス内容を検討する際の考え方を表 ３-２に示します。 

 

 
なお、検討の際は、地域の交通事業者や自動運転システム提供者にも意見を聴取するこ

とが必要です。 

 

表 ３-２ 自動運転サービス内容検討の考え方 

検討する 
サービス内容 自動運転サービス内容検討の考え方 

①運行ルート・
停留所 

 想定需要に加え、自動運転時に手動介入が生じやすい区間・箇所
を踏まえて設定 （参考：図 ３-３） 
 

 運行ルートの実勢速度と自動運転車の走行速度の差が大きい場
合、他の一般交通の通行を阻害するおそれがあるため、留意が必
要 

②運行ダイヤ  実証実験時などの導入初期はシステムの不調等による遅れが発生
するリスクが高いため、留意が必要 

③運賃 
 自動運転化に伴う運営コストの縮減・抑制等の状況を試算し、運

賃を設定(詳細は 3.1.5 において後述) 
 

 車内無人化における、料金収受方法も検討する必要がある 

④車両 

 想定需要に応じた座席数に加え、運行ルート特性の点で求められ
る走行速度、車両サイズ等を考慮して設定 （参考：図 ３-４） 
 

 実証段階時は立席の確保が難しく、着席定員が乗車可能人数とな
るため、留意が必要 
 

 遠隔型自動運転システム※1 及び特別装置自動車※2 を使用する際
は、道路使用許可申請等の手続が必要 

※1 車両から遠隔地に存在する監視・操作者が 電気通信技術を利用して当該車両の運転操作
を行うことができる自動運転システム 

※2 手動による運転時は、通常のハンドル・ブレーキと異なる特別な装置(コントローラ等)で
操作する自動車 
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図 ３-３ 自動運転車の走行に当たり手動介入が生じやすい区間（左）と自動走行に適し

た区間（右）の例 

 

 
※ 本ガイドライン上では用途に着目して上記の表現を用いており、乗車定員や速度の差につい

ては、イメージです。 

図 ３-４ 自動運転車両の例 
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3.1.4. 自動運転サービス実施体制等の検討 

ここでは、自動運転サービスを導入する際に参画が必要な主体とその役割を整理し、運

行主体や自動運転システム提供者となる事業者を含めた体制を検討します。 

 

(1) 自動運転サービス実施のための構成主体と主な役割 

自動運転サービスを導入するには、図 ３-５に示すように、事業主体や運行主体に加え

てメーカー等の自動運転システム提供者の参画が必要となります。 

 

 
※1 自治体が直営で旅客運送事業を運営する場合や路線バスの場合については、事業主体と 

運行主体が同一となることが想定されます。 
※2 調達するシステムには、自動運転車両、路車協調施設、遠隔監視システム等が含まれま   
  す。 

図 ３-５ 自動運転サービスの実施のための構成主体と主な役割 
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(2) 実施体制及び運行体制の構築 

事業主体は、運行主体及び自動運転システム提供者との委託・協定等により実施体制を

構築します。 

自動運転サービスの実施体制を構築するに当たり、事業主体は実績や技術力、履行体制

（有資格者、人員数）等の観点から、当該事業へ参画する運行主体及び自動運転システム

提供者を選定する必要があります。 

 また、構築した実施体制の中で、実証実験の実施から「レベル４本格運行」までに必要

な運行体制を構築するための検討を行う必要があります。 

 

【コラム 2】自動運転サービス「ZEN drive」（永平寺町）の実施体制 

国内で初めて特定自動運行の許可を受けた福井県永平寺町の自動運転サービス

「ZEN drive」における実施体制を紹介します。 

「ZEN drive」の実施体制として、事業主体と運行主体は永平寺町が担い、町議会

の承認を得て自動運転の取組を実施しています。 

運行業務は、町の第三セクターであるまちづくり株式会社 ZEN コネクトが町から

の委託を受けて、自家用有償旅客運送の制度に基づき実施しています。 

また、自動運転システム提供者として、国立研究開発法人産業技術総合研究所

（以下「産総研」という。）と車両メーカー等によるコンソーシアムが国のプロジェ

クトにおいて技術開発等を行っており、車両やシステム等を永平寺町に提供してい

ます。  

 

表 ３-３ 永平寺町における自動運転サービスの実施のための実施主体と主な役割 

 参画主体 役割 

事業主体 永平寺町 

 町議会の承認を得て予算を確保し、交

通計画の一環として自動運転の取組を

実施する。 

 自家用有償旅客運送の申請を行う。 

運行主体 

永平寺町 

（運行業務受託者： 

まちづくり株式会社 ZEN

コネクト） 

 永平寺町から業務委託を受け自家用有

償旅客運送の運行業務を実施する。 

自動運転

システム

提供者 
産総研やメーカー等 

 車両、遠隔システムや通信システムを

開発し、提供する。 
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3.1.5. 需要予測・採算性の検討 

自動運転サービスを導入する上で、「3.1.3.自動運転サービス内容」で検討したサービス

内容に基づき、支出額及び収入額を整理した上で、事業採算性について検討することが必

要です。 

導入計画を作成する上で自動運転サービス内容の精査等を行うためには、自動運転でな

い場合の運行経費と比較することが重要となります。 

表 ３-４に事業採算性の試算手順を示します。 

 

表 ３-４ 事業採算性の試算手順 

手順 内容 

①試算条件の設定 
 自動運転サービス内容を踏まえて、事業採算性の試算の前提条

件となる、自動運転車両や路車協調施設の種類・台数、運賃収

入額等を設定 

②事業期間の設定 
 自動運転車両の耐用年数等を踏まえて事業期間を設定 
 地域の実情や自動運転に係る技術開発の動向等を踏まえて、レ

ベル４本格運行までのスケジュールを設定 

③支出項目ごとの

支出額の整理 
 関連メーカー等に見積りを依頼し、支出項目ごとに発生する支

出額を整理 

④事業採算性の試

算の実施 
 整理した収支項目に従って試算を実施 
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3.1.6. 社会受容性向上策の検討 

ここでは、自動運転サービスの社会受容性を高める必要性と、社会受容性を高めるため

の実施方策について示します。 

 

(1) 自動運転サービスの社会受容性向上の必要性 

自動運転サービスを導入するためには、手動介入を低減していく必要がありますが、車

両側の改善だけでは難しい場合もあります。路上駐車の削減や無理な追越しの防止、見通

し確保のための植栽のせん定等を含む自動運転車の走行環境の確保に関して、導入対象ル

ートの道路利用者や地域住民などの理解を得ることが必要です（手動介入低減策は 3.3.3.

において後述）。 

また、運行形態によっては交通事故などの非常時において、負傷者への応急手当などに

ついて、乗客や周辺の交通参加者等に協力してもらうことが必要な場合があります※1。そ

のため、利用者や地域住民に対しては非常時の対応に関する理解の促進が必要であると考

えられます。 

また、特定自動運行許可の条件を満たす上で、地域住民の利便性又は福祉の向上に資す

ると認められる必要があることが道路交通法に規定されています（3.4.5．において後述）。 

 
※１ 自動運転でない時に運転手が実施してきた負傷者への応急手当等の措置を、自動運転となったこと

により乗客や周辺の交通参加者へ協力を要請する場合は、運送約款にその旨を明記することが必要
です。 

 

(2) 社会受容性向上の実施方策 

社会受容性向上の方針として、「自動運転技術や車内サービスに対する理解促進」や

「自動運転サービス導入による意義の共有」のための取組を行っていくことが重要です。 

下記に国内の先行事例で実施された方策の例を示します。 

 

1)  自動運転技術や車内サービスに対する理解促進 

地域住民等に対して、自動運転技術や車内サービスに関する情報を適切に伝えることに

より、これらに対する理解を深め、社会受容性向上を図ります。 

小学生から高校生までの方を対象に都が実施したアンケート調査では、事故の発生や発

生時の対応等に関して不安があるとの意見がありました。こうしたことから、子供に対し

ても理解を促進することが大切です。 

過去の自動運転サービスの実証実験において、理解促進のために実施された方策を表 

３-５に示します。 
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表 ３-５ 自動運転技術や車内サービスに対する理解促進方策の例 

自動運転技術や車内サービスに対する理解促進方策（例） 

自動運転車両の 
乗車体験 

 自動運転車両の安全性や性能を実際に体験してもらうほか、

自動運転車の仕組みやメリット、制約事項などを説明し、技

術の理解を促進する。 

SNS での情報発信  広範な地域住民に対して、自動運転車の存在や導入の利点、

自動運転技術に対する解説などについて、SNSや区市町村の

広報誌等で定期的に分かりやすく示し、自動運転車の認知度

や自動運転技術に対する理解を高める。 

 

 SNS のみならず、広報誌も活用することで、幅広い対象に広

く知らせることができる。 

広報誌の作成 

自動運転サービスに
関する窓口の設置 

 通常の公共交通でも問合せ窓口は存在するが、自動運転技術

や車内サービスに関する専門的な情報提供や質問に対して適

切に回答できるような体制を構築する。 

 

 この時、担当者が通常のお問合せ窓口の役割を兼ねることも

想定される。 

 

 

【コラム 3】子供たちの自動運転に対する理解促進方策 

遠隔監視のみのレベル 4 自動運転での運行を開始した福井県永平寺町では、校外

学習の一環として地元の小学生が自動運転車両の乗車体験に参加しました。あわせ

て、遠隔監視室の見学も行われています。 

このような取組も、子供たちの自動運転サービスの社会受容性を高める上で重要

な理解促進方策となります。 

 
図 ３-６ 永平寺町における子供の乗車体験のイメージ 
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2) 自動運転サービス導入による意義の共有 

地域住民に対して、地域課題が解決されるといった自動運転サービス導入による意義を

共有することで、地域の道路利用者等の自動運転車の走行に対する抵抗感を解消し、社会

受容性向上を図ります。 

過去の自動運転サービスの実証実験において、自動運転サービス導入による意義を共有

するために実施された方策を表 ３-６に示します。 

 

表 ３-６ 自動運転サービス導入による意義の共有方策の例 

自動運転サービス導入による意義の共有方策（例） 

地域活動と連携した

企画の実施 

 沿線施設と自動運転サービスが連動した企画を検討し、買い

物支援やコミュニティ創出など、自動運転を利用することで

実際に地域課題が解決されるような企画を開催する。 

例）市街地商業施設への買い物ツアー（滋賀県東近江市）※1 

出前講習会の実施 

 講習会を通じて、地域住民に自動運転車の導入に参加する意

義や役割を説明し、質疑応答なども行うことで認識の共有を

図る。 

※1 「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第２期/自動運転（システムとサービスの拡張）/自動
運転移動サービスの実用化並びに横展開に向けた環境整備 」に係る委託業務 中間報告書（(一社)道
路新産業開発機構ら、令和 2 年 12 月、p15） 

 

 

 

  



 

29 

3.2 実証実験ステップ 

3.2.1. 実証実験ステップの概要 

「実証実験」ステップでは、企画立案ステップで作成した「自動運転サービスの導入計

画」に基づき実証実験の実施と分析を行い、分析結果を踏まえて導入計画の見直しを行い

つつ、その際に手動介入低減のための安全な走行環境整備の検討を行います。 

 

図 ３-７ 「実証実験」ステップにおける検討・取組内容 

※1 「運行記録」とは、本ガイドラインにおいては自動運転車の運行中における手動介入の発生状況や
乗客からの問合せ内容や対応結果、その他車内におけるトラブルの発生状況等を、車両に同乗する
運営係員が記録したものを指します。 

 

  

見出し番号 検討・取組事項 具体的な検討・取組内容 

3.2.2. 

  企画立案ステップで作成した
導入計画の実現可能性や利用
者ニーズとの整合性が確認で
きるような検証内容と方法を
検討 

3.2.3. 

 
 導入計画に基づき実験用車両

の準備や運転手の確保、関係
機関との連絡・調整等の準備
を行い、実証実験を実施 

 
 運行記録※1 やアンケート結果

等の分析・評価を実施 

3.2.4. 

 

 実証実験の分析結果を踏ま
え、導入計画を見直す 

 
 手動介入低減のための路車協

調施設の設置、車両の改造及
びその他の対策を検討するな
ど、走行環境の整備に関する
検討を実施 

実証実験の検証内容・方法の検討 

分析結果の検証と 

導入計画の見直し 

実証実験の実施・分析 



 

30 

3.2.2. 実証実験の検証内容・方法の検討 

実証実験は、企画立案ステップで作成した導入計画の実現可能性や、新規路線の場合で

は設定した自動運転サービス内容と利用者ニーズとの整合性等について、検証することを

目的として実施します。 

表 ３-７に実証実験における検証内容と方法として、自動運転サービス内容、運行体制、

需要予測・採算性、社会受容性について検証の内容と方法を示しています。 

 

 表 ３-７ 実証実験における検証内容・検証方法  

検証内容 検証方法 

自動運転 
サービス 
内容 

運行 
ルート, 
停留所 

 手動介入発生場所や頻

度、要因（見通し不良、

路上駐車の存在、狭い道

路幅員 等） 

 車両の走行ログデータ（以下

「車両ログ」という。）・ドラ

イブレコーダー映像（以下「ド

ラレコ映像」という。）等の確

認による手動介入発生状況の把

握 

 利用実態と想定した利用

ニーズとの整合 

 各便乗降者数のカウント 

 利用者向けアンケートによる交

通サービスに対するニーズの把

握 

 利用者向けアンケートによる実

証実験時のサービスに対する満

足度、改善要望の把握 

 利用者向けアンケートによる支

払意思額の把握 

 非利用者（潜在利用者）向けア

ンケートによる利用しなかった

要因、要望の把握 

 車両ログ・ドラレコ映像などの

確認による走行速度や急停止/急

発進発生の状況の把握 

 運行記録による車内事故、ヒヤ

リハット発生状況の確認 

 利用者向けアンケートによる状

況把握 

運行 
ダイヤ 

 利用者数に対する運行間

隔の過不足 

 運行時間帯と利用ニーズ

との整合 

 設定した走行速度、所要

時間、定時性（遅れ時

間）の達成状況 

運賃  設定した運賃と乗客の支

払意思との整合 

車両 

 利用者数に対する着席定

員の過不足 

 周囲の道路交通への影響 

（実勢速度との差) 

 急停止/急発進の発生箇

所や頻度、要因 

 利用者の安全確保の状況 

運行体制 

 自動運転車両の運行に携わる人員の

過不足 

 運行記録の確認及び運行係員へ

のヒアリング調査による課題把

握 

需要予測 
・採算性 

 導入計画で推計した採算性と見直し

たサービス内容に基づき再推計した

採算性との整合 

 見直したサービス内容に基づく

採算性の再推計 

社会 
受容性 

 利用者や道路利用者の自動運転車に

対する印象や行動 

 利用者/道路利用者向けアンケー

トによる実証実験前後の印象や

行動の把握 
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【車両ログとは】 

車両ログとは、自動運転車が走行した際の時刻、位置座標、速度や加速度、自動運転

システムの作動状況に関するログデータのことを指します。こうしたデータを基に、手

動介入発生場所や頻度、要因（見通し不良、路上駐車の存在、狭い道路幅員 等）の検

証を行っていきます。 
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3.2.3. 実証実験の実施・分析 

これまでの都における実証実験を参考に、実証実験実施に当たって必要な工程を図 

３-８に示しています。導入計画を基に実証実験時に運行記録の取得やアンケート調査を実

施し、手動介入の発生場所や要因を把握するなど、導入計画を検証するための分析を行い

ます。 

     

 
図 ３-８ 実証実験における作業項目 
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(1) 実証実験の準備 

1) 自動運転車両の準備 

実証実験に用いる自動運転車両を自動運転システム提供者から調達し、走行ルートの道

路環境や交通状況に応じた自動運転システムの調整や、運転手に自動運転システムの操作

方法（手動介入から自動運転への切替え等）の教育等を行います。そのため、自動運転車

を使用する期間は、これらの準備に要する期間も合わせて想定する必要があります。 

なお、図 ３-９のような「遠隔型自動運転システム」、「特別装置自動車」を使用する場

合には、道路運送車両法に基づき、関東運輸局への保安基準の緩和認定手続が必要となり

ます。基準緩和認定は運行ルートごとに申請が必要なため、他の地域で基準緩和認定を過

去に受けた車両であっても申請する必要があります。 

 

 
 

図 ３-９ 遠隔型自動運転システム及び特別装置自動車の概要 
「自動運転の実証実験に関する道路運送車両法上の手続きについて」（国土交通省、p2）を基に作成 

 

2) 検証用データの取得方法の検討 

「3.2.2 実証実験の検証内容・方法の検討」の検証方法に基づいて検証用データを取得す

る方法について示します。 

例えば、検証内容に合わせたアンケート調査の手法（紙面調査、Web 調査等）や設問作

成等を行う必要があります。また、自動運転車を利用していない人に対してアンケート調

査をする場合は、実施場所なども検討することが必要です。 

また、車両ログの取得に当たっては、事前に自動運転システム提供者との協議を行い、

取得可能なデータや公開可能なデータ等について確認を行うことが挙げられます。これに

より、検証用データが取得できなかったという事態を防ぐことができます。 

なお、表 ３-８に利用者アンケートの調査項目例を示します。 
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表 ３-８ 利用者アンケートの調査項目例 

検証内容 アンケート調査項目例 

自動運転

サービス

の内容 

サービスに

対する満足

度 

 走行スピードに対する印象 
 ブレーキに対する印象 
 停留所への正着具合 
 乗車中に危険を感じた場面の有無、危険を感じた場面 
 乗車中の乗り心地、乗り心地が悪いと感じた場面 

サービスの

改善要望 
 現在運行している自動運転車の利用を増やしたり、新たに

利用したりするようにするためのサービス向上の要望 

支払意思額

（無償運行

時） 

 今回と同一区間を利用した時の、乗車１回当たりに支払可

能な金額 

社会受 
容性 

本格導入時

の利用意向 
 実証運行されている自動運転車が、同様のサービスで本格

導入された場合の利用意向 

自動運転車

に対する 
印象 

 自動運転車に乗る前の自動運転車に対する印象 
質問例）自動運転バスに乗車する前、自動運転バスにどのよう

な印象をもっていましたか。(一つに○) 

1.安心  2.やや安心  3.やや不安  4.不安  

5.特に印象にない 

 

 自動運転車に乗った後の自動運転車に対する印象 
質問例）今回、自動運転バスに乗車してみて、自動運転バスに

どのような印象を持ちましたか。(一つに○) 

1.安心  2.やや安心  3.やや不安  4.不安  

5.特に印象にない 

 

3) 運行体制の構築 

実証実験時の運行体制として、具体的には実証実験全体の管理をする者のほか、自動運

転車両の運転や点検、利用者に対する停留所への案内、アンケート調査の実施など検証用

データの取得、車内における乗客へ説明や安全確保等に関わる者が必要となります。 
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4) 自動運転の公道実証実験に関する警視庁への事前相談 

公道において自動運転の実証実験を実施する場合は、遠隔型自動運転システムや特別装

置自動車を使用する場合など、道路使用許可が必要となる場合がありますので、十分な時

間的余裕をもって、警視庁に事前に実証実験内容の相談をする必要があります（相談する

際の確認事項は表 ３-９参照）。 

事前相談に関する詳細は警視庁 交通部 交通総務課 モビリティ戦略 第二係に相談してく

ださい。 

 

 表 ３-９ 事前相談の際の主な確認事項 

事前相談の際の主な確認事項 

実験の趣旨（概要） 

実験の計画（実施予定時期、走行経路、実施時間帯等） 

検討している最高速度、安全対策及び交通事故の場合の措置等 

実験車両の性能（概要） 

（道路運送車両法に基づく保安基準緩和認定を受ける場合は）緩和認定予定時期 

（遠隔型自動運転システムであれば）予定している遠隔監視・操作場所 

地域住民等の関係者、道路管理者及び消防機関への事前周知等の予定 

出典：警察庁ホームページ：「自動運転の公道実証実験について  4.都道府県警察への事前相談」 

 

5) 関係機関に対する事前連絡 

 公道実証実験を実施する場合には、その内容等に応じて、実験車両及び自動運転システ

ムの機能、実施場所における交通事故や交通渋滞の状況、道路上の工事の予定、道路環

境・道路構造等を踏まえた助言等を受ける十分な時間的余裕をもって、実施場所を管轄す

る道路管理者及び関東運輸局（東京運輸支局を含む。）に対し、当該実証実験の内容※１に

ついて事前に連絡する必要があります。 

※１ 実施期間、実施場所、実施体制、実験車両及び自動運転システムの機能、安全確保措置の内容等 
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6) 利用者を有償で運送する場合の協議申請 

実証実験の際に、利用者を無償運送する場合は道路運送法に基づく協議・申請の必要は

ありませんが、利用者を有償運送する際は協議・申請が必要となります。 

既存のバス路線に自動運転サービスを導入する場合には、既存の運行形態に応じた協

議・申請を行う必要があります。 

なお、新規路線として貸切バス事業者・タクシー事業者による乗合旅客の有償運送を実

施する際は、同法第 21 条に基づき協議・申請を行う必要があります。 

 

7) 停留所の設置 

実証実験に使用する停留所を設置する際、停留所を仮設する場合と既設の停留所を活用

することが考えられます。停留所を仮設する場合は、道路交通法第 44 条を参照し、駐停車

禁止の区間を避けて停留所位置を選定する必要があります。 

一方、既存の停留所を活用する場合は、関係者に合意を得る必要があり、手続に一定期

間を要するため留意が必要です。 

いずれの場合においても交通管理者との協議・申請が必要であり、事前に交通管理者に

対して必要な手続等を確認しておく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-１０ 停留所の仮設事例（R5 八丈島地区実証実験） 
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8) 実験に関する広報及び広報物の準備 

実証実験を円滑に実施するために、実証実験を行う旨を知らせるよう広報活動を行いま

す。ルート周辺の施設へのチラシ・ポスターの設置や、Web サイトへの情報掲載を行うこ

とで、地域住民や来訪者等に事前に広く知らせます。これらを行う際には、各施設から設

置の許可を受ける必要があるため、事前に協議を進めておくことが重要です。 

 

 

 

図 ３-１１ 広報チラシの事例（R5 八丈島地区実証実験） 

 

9) 事故発生時などトラブルへの対応準備 

事故発生時の連絡体制に加え、荒天時や災害時も含めた運休判断や運休情報の周知方法、

乗客の忘れ物への対応などを事前に決めておくことが必要です。事前の準備により、トラ

ブル発生時にも迅速な対応が可能となります。その対応を検討する上でも、対象ルートの

道路管理者や交通管理者、消防署、対象地域の自治体関連部署、地域の交通事業者などと

協議を進めておくことが重要です。 

 

 

  

（チラシ表面） （チラシ裏面） 
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(2) 実証実験の実施 

1) 自動運転車の運行実施 

実証実験期間中は、自動運転車の運行状況を把握することが必要です。運行中の車両位

置や乗車人数を管理する運行管理システムや係員の乗車によって、運行ダイヤの遅れ等を

常に把握します。 

また、自動運転システムのトラブル等に備え、システムトラブルに対応する自動運転シ

ステム技術者とは速やかに連絡が取れるようにする必要があります。 

 

2) 検証用データの取得 

実証実験期間中の検証用データを収集する上で、必要な人員とその役割（運行記録を取

る者とその記録内容、アンケート調査の回答を呼びかける者とその呼びかけ方法など）を

事前に整理し、実証実験に従事する係員間で確実に共有しておくことが重要となります。 
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(3) 実証実験の分析 

1) 手動介入発生場所・要因の把握 

実証実験の運行記録等を用いて、運行ルート上における手動介入の発生場所と要因を分

析・評価する必要があります。そこで、国内の実証事例を参考に手動介入の発生場所を道

路形状別に整理し、表 ３-１１～表 ３-１４に示します。 

 

表 ３-１０ 手動介入の発生場所 

発生場所 定義 

ⅰ 共通 
自動運転車の走行ルート上の全ての場所 

発生場所によらず共通の手動介入を「共通」に分類 

ⅱ 単路部 交差点以外の区間 

ⅲ 交差点 
信号交差点 

信号機が設置され、信号情報により交通流が整序化さ

れている交差点 

無信号交差点 信号機が無い交差点 

ⅳ その他 
ロータリー等 駅前広場のロータリー等、駐車車両により自動運転車

の死角が生じやすい場所 

トンネル内等 トンネルや高架下等 GNSS の電波が遮られる場所 

バス停 導入する自動運転サービスのバス停 

 

 

 

 

 

  

車両の種類 イメージ 

自動運転車 
 

 

一般車 
 

 

図 ３-１２ 手動介入の発生場所 
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i. 発生場所によらず「共通」の手動介入発生要因 

表 ３-１１ 手動介入発生要因（共通） 

要因：(a)設定走行ルートからの逸脱 要因：(b)前方車両に対する制動不十分 

自動運転車があらかじめ設定した走行ルー

トから逸脱し、走行ルートを修正するため

に手動介入が発生 
 

 

 

 

 

 

走行ルートの前方の車両に対する制動が不

十分となり、適切に制動させるために手動

介入が発生 
 

 

 

 

要因：(c)街路樹等によるGPS等の自己位

置推定不具合 

要因：(d)走行上障害となる事象の検知・

回避 

街路樹等により GPS 等の電波が遮られ自動

運転車の自己位置推定に不具合が発生した

際に走行を継続するため手動介入が発生 

 

 

 

 

 

 

 

走行ルート沿いの走行上障害となる事象を

車載センサが適切に検知しなかった場合、

その事象を回避するために手動介入が発生 
 

 

 

 

 

ii. 「単路部」で発生する手動介入要因 

表 ３-１２ 手動介入発生要因（単路部） 

要因：(e)対向車とのすれ違い 要因：(f)隣車線の車両接近 

狭あい道路で対向車とすれ違う際に、対向

車との接近状況に応じて回避をするために

手動介入が発生 
 

 

 

 

 

 

隣車線を走行する一般車が自動運転車に接

近し、接触を回避するために手動介入が発

生 
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要因：(g)後続車による追越し・後続車へ

の道譲り 

要因：(h)自動二輪・自転車による追い

抜き 

後続車による自動運転車の無理な追越しへ

の対応や、後続車への道譲りの際に手動介

入が発生 
 

 

 

 

 

 

 

 

自動運転車を追い抜く自動二輪・自転車と

の接触を回避するために手動介入が発生 
 

 

 

 

 

要因：(i)路上駐車の検知・回避 要因：(j)施設出入り車両の検知・回避 

路上駐車を回避するための車線変更等の際

に手動介入が発生 
 

 

 

 

 

 

 

 

走行ルートの沿道施設を出入りする車両を

回避するために手動介入が発生 
 

 

 

要因：(k)歩行者・自転車の横断 要因：(l)側方の歩行者・自転車の接近 

車道を横断する歩行者・自転車を回避する

ために手動介入が発生 
 

 

 

 

 

自動運転車両の側方を通行する歩行者・自

転車が接近した際に、接触を避けるために

手動介入が発生 
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iii. 「交差点」で発生する手動介入の要因 

表 ３-１３ 手動介入発生要因（交差点） 

要因：(m)交差点での右折待ち・道譲り 要因：(n)交差点右左折時の危険回避 

交差点において対向車の状況を踏まえて右

折待ちや道譲りをする際に、手動介入が発

生 
 

 

 

 

 

 

交差点を右左折する際に、交差点に侵入す

る他の車両との接触を避けるために手動介

入が発生 
 

 

 

 

 

要因：(o)歩行者・自転車の横断 要因：(p)【信号交差点】 

信号灯色の誤認識等 

交差点において車道を横断する歩行者・自

転車を回避するために手動介入が発生 
 

 

 

 

信号交差点において車載センサによる信号

灯色の誤認識が生じた場合に、信号に従っ

た走行をするために手動介入が発生 
 

 

 

 

 

 

要因：(q)【無信号交差点】 

見通しが悪い交差点の状況把握・ 

危険回避 

見通しが悪い交差点において、車載センサ

の死角から飛び出した他の交通との接触を

回避するために手動介入が発生 
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iv. 「その他」の場所で発生する手動介入の要因 

表 ３-１４ 手動介入発生要因（その他） 

要因：(r)【ロータリー等】 

自動車・歩行者の検知・回避 

要因：(s)【トンネル内等】 

GPS 等の自己位置推定不具合 

ロータリー等において、駐車車両による車

載センサの死角から飛び出す自動車・歩行

者との接触を回避するために手動介入が発

生 

 

 

 

 

 

トンネル等、GPS 等の電波が遮られ自己位

置推定に不具合が生じた際に、走行を継続

するために手動介入が発生 

 

 

 

 

 

要因：(t)【バス停】 

バス停における停止不十分・停止位

置のずれ 

要因：(u)【バス停】 

バス停からの本線合流 

自動運転車がバス停に停車する際に、停止

位置がずれた場合に停車位置を修正するた

めに手動介入が発生 
 

 

 

 

 

 

自動運転車がバス停から発進し本線に合流

する際に、本線を走行する一般車との接触

を避けるために手動介入が発生 
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【コラム 4】手動介入発生場所と要因の整理例 

手動介入発生場所と要因をカルテ形式により整理した例を図 ３-１３に示します。

ここではバス停への停止や交差点右左折時などの自動運転車の挙動の特性や道路構造

の特性の観点から運行ルートを区間分けし、区間ごとの発生要因を発生状況のドラレ

コ写真とともに整理しています。手動介入事象が多数発生した場合でも、このように

カルテ形式とすることで分類・整理がしやすくなります。 

 

 
※ 例示はＲ５西新宿地区における自動運転実証実験の運行ルートを示したものです。 

図 ３-１３ 手動介入発生場所と要因の整理イメージ 
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2) その他の分析 

 実証実験中に取得したデータを基に、3.2.2.において設定した検証内容（自動運転サービ

ス内容、運行体制、需要予測・採算性、社会受容性）について、分析を行います。 
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3.2.4. 分析結果の検証と導入計画の見直し 

前項の分析結果を検証した上で、企画立案ステップで作成した導入計画を必要に応じて

見直し、実証実験において把握した手動介入の発生場所と要因を基に走行環境整備の対策

（詳細は次頁において後述）を検討します。 

 

(1) 分析結果の検証と導入計画の見直し 

実証実験の分析結果を踏まえ、必要に応じて自動運転サービス内容や運行体制、需要予

測・採算性、社会受容性向上策の見直しを行います。表 ３-１５に、それぞれの項目に対

する見直しの検討内容を示します。 

 

表 ３-１５ 導入計画の見直し方針 

検証項目 導入計画の見直し方針 

自動運転 

サービス 

内容 

運行ルート・ 

停留所 

 手動介入の発生場所や要因を踏まえ、手動介入低

減のための路車協調施設の設置、車両の改造及び

その他の対策を検討 

 手動介入が多い場合は、手動介入が発生しくにい

ルートへの変更の可能性についても検討 

 利用者数や利用ニーズを踏まえ、運行ルートや停

留所の変更の可能性について検討 

運行ダイヤ 

 時間帯別の利用者数や利用者ニーズに応じて、運

行時間帯の短縮/延長や運行本数の減便/増便を検

討 

運賃 
 利用者ニーズや事業採算性の検討結果も踏まえた

上で、運賃を検討 

車両 

 利用者数と運行ダイヤに応じて、導入車種の大型

化/小型化を検討 

 時間帯別の利用者数や利用者ニーズに応じて、運

行時間帯の短縮/延長や運行本数の減便/増便を検

討 

運行体制 
 運行係員の担当業務内容や人員の過不足等の状況に対して、割り当

てる人員数の増減を検討 

需要予測・採

算性 

 利用者数が少ない場合は、自動運転サービスに関する認知度を高め

る広報等の利用者増加策を検討 

 広告収入や会費、各種協賛金や補助金といった更なる運賃外収入に

ついて検討 

社会受容性 
 利用者や道路利用者が抱く自動運転サービスに対する受容状況から

問題点を整理し、社会受容性向上策の取組内容を検討 
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(2) 走行環境整備による対策の検討 

レベル４自動運転を実現するためには、手動介入をなくす必要があります。 

まずは、自動運転システム提供者が自動運転車両の技術開発や運行する地域への適用に

取り組み、車両側の対策によって手動介入を低減することが必要です。 

しかし、道路や交通の状況等により、現時点の自動運転技術では、車両側の対策のみで

は手動介入をなくすことができない可能性があります。その場合には、自動運転車両の技

術開発に加えて、手動介入が発生しにくい安全な走行環境の整備が必要となります。 

 

本ガイドラインでは、事業主体や運行主体が取り組む必要のある走行環境整備の方法を、

路車協調システムの構築など道路に施設を設置し対応することが必要な対策（以下「路車

協調施設の設置による対策」という。）と、その他の手動介入低減策（以下「その他の対

策」という。）の二つに分けて説明します。 

 
図 ３-１４ 車両側の対策と走行環境整備による対策 

出典 写真（上）「自動走行の実現及び普及に向けた取組報告と方針 version7.0 参考資料」 

（自動走行ビジネス検討会、令和５年４月、p57） 
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国内の実証事例を踏まえて、発生場所別に手動介入要因に応じた走行環境整備による対

策を図 ３-１５、図 ３-１６に整理しました※1。 

実証実験を通じて把握した手動介入発生場所・要因に対して有効な走行環境整備の方法

を検討する必要があります。 

 
※1 手動介入要因の中で「(a)設定走行ルートからの逸脱」、「(b)前方車両に対する制動不十分」及び

「(t)バス停における停止不十分・停止位置のずれ」については、車両側の対策の実施による低
減が基本となります。 

 

 
図 ３-１５ 手動介入発生場所・要因に対して有効な路車協調施設の設置による対策 

 

 
図 ３-１６ 手動介入発生場所・要因に対して有効なその他の対策 
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3.3 レベル２実証運行ステップ 

3.3.1. レベル２実証運行ステップの概要 

「レベル 2 実証運行」ステップでは、自動運転車両の調達などの準備を行った上で、レ

ベル２による定常運行を通じて路車協調施設の設置による対策やその他の対策といった手

動介入低減策を実施します。その後、対策の効果検証を踏まえて手動介入低減策を改善し、

レベル４本格運行を実現するために運行ルート上での手動介入を解消していきます。 

 
見出し番号 検討・取組事項 具体的な検討・取組内容 

3.3.2. 

 
■実証運行を開始するに当たり自動運転
車両を調達するなど、事前の準備を行
います。 

3.3.3. 
 ■手動介入の発生を低減させるため、路

車協調施設の設置による対策やその他
の対策を実施します。 

■対策の結果、手動介入の発生回数や発
生場所が低減しているか効果を検証し
ます。 

3.3.4. 

 
■上記の効果検証を踏まえ、路車協調施
設の改良・追加設置やその他の対策の
変更、追加等を実施します。 

図 ３-１７ 「レベル２実証運行」ステップにおける検討・取組内容 

  

レベル 2実証運行の準備 

手動介入低減策の実施及び 

効果検証 

検証結果を踏まえた手動介入

低減策の改善 
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3.3.2. レベル２実証運行の準備 

運行の開始に当たり、事前に自動運転車両の調達などの準備を行います。 

 

(1) 自動運転車両の調達 

自動運転車両を調達※１する際には、新規車両（あらかじめ自動運転のためのカメラ・セ

ンサやシステムを搭載した車両）の購入等をする場合と、既存車両（使用中の非自動運転

車両）を改造する場合が考えられます。 

いずれの場合においても、運行開始時期に対し、適切な余裕をもって準備期間を設定す

るために、発注から納入までの期間を、事前に自動運転システム提供者との協議により確

認しておく必要があります。 

 
※１ 調達する自動運転車両が、「遠隔型自動運転システム」を搭載した車両である場合や、ハンドル

やペダル等とは異なる装置により操作する「特別装置自動車」に該当する場合等においては、道
路運送車両法に基づき、関東運輸局での保安基準の緩和認定を受ける必要があります。その場合
は、それらの協議や申請に要する期間も考慮しておく必要があります。 

 

【コラム 5】自動運転車両の調達方法について 

表 ３-１６に示すとおり、新規車両を調達する場合には、事業主体（又は運行主

体）が購入する場合と、リース契約により車両を借用する場合が考えられます。 

また、既存車両を改造する場合は、事業主体（又は運行主体）が自動運転システ

ム提供者等に使用中車両の改造を依頼することとなります。 

表 ３-１６ 自動運転車両の調達方法 
調達方法 初期費用 維持費用 

新規車両 
 

購入 ・購入費 ・メンテナンス費 
・各種保険費 

リース ・なし ・上記の維持費用に

購入費が利用期間

で分割されて上乗

せされる。 
既存車両 改造 ・改造費 

(機材費、工賃等) 
・メンテナンス費 
・各種保険費 

 

 

(2) 運行体制の見直し 

運行を開始するに当たっては、必要に応じて実証実験により見直した運行体制を構築す

る必要があります（詳細は 3.2.3.（１）を参照）。 
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(3) 自動運転の公道実証実験に関する警視庁への事前相談 

実証実験ステップと同様に、警視庁に事前に実証実験内容の相談をする必要がありま

す（詳細は 3.2.3．（１）を参照）。 

 

(4) 関係機関に対する事前連絡 

 実証実験ステップと同様に、実施場所を管轄する道路管理者及びに関東運輸局（東京運

輸支局を含む。）に対し、レベル２実証運行の内容について事前に連絡する必要がありま

す（詳細は 3.2.3．（１）を参照）。 

 

(5) 自動運転サービス内容の見直しに伴う協議・申請 

運行を開始するに当たり、既存路線の運行ルートやダイヤ等の運行内容を変更する場合、

道路運送法に基づき運行内容の変更に係る協議や申請を東京運輸支局に対して行う必要が

あります。 

運行開始時期を踏まえて適切な余裕をもって準備期間を設定しておくために、事前に東

京運輸支局に相談し、必要な協議や申請手続の内容、これらに要する期間などを把握して

おくことが必要です。 

 

(6) 手動介入低減策の実施に関する協議・申請 

路車協調施設の設置などの手動介入低減策を実施するには、実施内容に応じて、道路管

理者や交通管理者等に対し、必要な協議や申請手続を行う必要があります（手動介入低減

策については 3.3.3 において後述）。 

運行開始時期を踏まえて適切な余裕をもって準備期間を設定しておくために、事前に道

路管理者や交通管理者に相談し、必要な協議や申請手続の内容、これらに要する期間など

を把握しておくことが必要です。 

 

(7) 実証運行に関する広報及び広報物の準備 

運行が始まると、従来とは異なる車両が定常的に走り始めることから、事前に地域住民

や道路利用者に対し、自動運転サービスの内容や自動運転の技術に関して十分な広報を行

う必要があります。 

さらに、新規路線の場合には、利用促進を図るために新たに導入する自動運転サービス

に対する地域住民の認知度を上げることが重要となります。 

具体的な広報活動として、使用する自動運転車両の技術的な特性や運行情報（ダイヤ、

ルート、停留所、運賃など）などを広報紙やパンフレットの配布を通じて提供することが

考えられます。 

 



 

52 

(8) 事故発生時などトラブルへの対応準備 

実証実験ステップと同様に、事故発生時の連絡体制や、災害をはじめとした荒天時の運

休判断や運休情報の周知方法、乗客の忘れ物への対応などを事前に決めておくことが必要

です。 
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3.3.3. 手動介入低減策の実施及び効果検証 

作成した導入計画に基づき手動介入低減策を実施し、対策による効果（手動介入の発生

回数や発生場所の低減）を検証します。 

 

(1) 手動介入低減策の実施 

「実証実験」ステップで作成した導入計画に基づき、関係機関との調整・協議を行いな

がら、手動介入低減策として、路車協調施設の設置による対策やその他の対策を実施しま

す。 

以下に対策を実施するために各実施者が実施すべき事項とその対策例を示します。 

 

1) 対策の実施体制 

i. 実施者の前提 

走行環境整備に当たり設置が必要な施設の中で、路面施設（電磁誘導線、RF タグ、及び

磁気マーカ）は道路附属物として位置付けられ、設置基準が定められていますが、その他

の施設については、現時点では設置基準は定められておらず、道路管理者や交通管理者が

施設を設置した場合の責任の所在についても、国による検討の途上にあります。 

公的な主体である道路管理者や交通管理者が設置する場合には、責任分界点※1 の検討や

設置する理由を整理することが必要となり、協議に多くの時間を要することが想定されま

す。 

このような現状を踏まえて、本ガイドラインでは、自動運転サービスを導入する事業主

体又は運行主体が運行ルート上に自動運転車の走行に必要な施設を設置することを想定し

ています。 

※1 「責任分界点」とは、本ガイドラインにおいては路車協調施設の設置による対策を実施する際の、
道路に施設を設置した主体と、自動運転車を走行させている主体の役割分担のことを指します。 

 

（路車協調施設の設置による対策の実施者に関する国の動向） 

国の検討会※２においては、道路管理者が道路に設置した施設から車両へ情報提供する

ことが構想されています。したがって、将来的に、施設の設置に向けた基準化や責任分

担などの整理が進んだ場合には、様々な車両の走行を支援するために道路管理者等の行

政機関が施設を設置することも想定されます。 

 
※2 経済産業省が、「デジタルライフライン全国総合整備実現会議第１回」において、道路に設置し

た施設から様々な車両の走行を支援する「自動運転支援道」の設定を構想しています。 
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ii. 実施者の役割 

走行環境整備は、下表の三つの主体により実施します。各主体の役割は以下のとおりで

す。 
 

表 ３-１７ 各実施者の役割 

実施者 役割 例 

事業主体※ 
 事業費や実施体制の検討 
 運行主体や自動運転システム提供者

の検討に関する意思決定 

自治体・交通事業者 

運行主体※ 

 日常的な点検の実施 
 点検結果を踏まえた運行可否の判断 
 自動運転システム提供者の検討に関

する意思決定 

交通事業者 

自動運転システ

ム提供者 

 計画時の技術的な検討・設計・施工 
 日常的な点検の内容検討 
 定期的な点検の実施 
 不具合発生時の補修 

自動運行装置メーカー 
・路車協調施設メーカー 
・通信事業者 

※ 事業主体と運行主体のどちらかが「施設設置者」となります。 

 

なお、走行環境整備に必要な施設を設置し所有する主体は、事業主体となる場合と運行

主体となる場合の両方が考えられるため、ここでは「施設設置者」と記載します。「施設

設置者」は、施設の設置、設置に関わる協議・申請、記録の保存を実施します。 

 

手動介入低減策の実施における「実施者」とは、各実施事項について主に検討・作業す

る主体を指します。委託先等が実施する場合には、責任の所在は委託元等になりますが、

委託先等のみを実施者として記載しています。 

事業主体は、委託元等として意思決定や発注をするために、運行主体や自動運転システ

ム提供者の実施事項についても内容を把握しておく必要があります。  
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2) 路車協調施設の設置による対策の実施 

i. 対策の概要 

国内の実証事例から整理した路車協調施設の設置による対策には下表の三つがあります。 

なお、それぞれの対策の内容の詳細は、「3.3.3 .（詳細）手動介入低減策の実施」で示し

ます。 

 

表 ３-１８ 路車協調施設の設置による対策の概要・設置施設 

対策 イメージ 概要・設置施設 

①車両側の

死角支援 

 

車載センサで認識できない

箇所の交通の位置情報や速

度等を取得し伝送 
 
【設置施設】 
・路側センサ 

②信号連携 

 

信号情報を取得し自動運転

車両に伝送 
 
【設置施設】 
・信号情報提供機器 
・灯色認識センサ 

③自己位置

推定支援 

 

車両側の自己位置推定に加

え、路面施設による自己位

置推定を実施 
 
【設置施設】 
・電磁誘導線 
・RF タグ 
・磁気マーカ 
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ii. 実施方法 

路車協調施設の設置による対策は、「計画→設計・施工→運用」の流れで実施します。

実施事項と実施者は以下のとおりです。 

なお、「事前協議」及び「協議・申請」の内容は、施設ごとに異なるため、「ⅲ 必要な協

議・申請」で示します。 

 

表 ３-１９ 路車協調施設の設置による対策の実施方法 

 

・ 路側センサ p. 69 

・ 信号情報提供機器・ 

灯色認識センサ p. 73 

・ 電磁誘導線・RF タグ・

磁気マーカ p. 78 

・ 路側センサ p.71 

・ 信号情報提供機器・ 

灯色認識センサ p.76  

・ 電磁誘導線・RF タグ・

磁気マーカ p. 79 

・ 路側センサ p.72  

・ 信号情報提供機器・ 

灯色認識センサ p. 76 

・ 電磁誘導線・RF タグ・

磁気マーカ p.80 
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iii. 必要な協議・申請 

路車協調施設の設置による対策を実施するためには、道路管理者・交通管理者等との協

議・申請が必要です。各関係機関に対する協議の観点は以下のとおりです。 

 

表 ３-２０ 各関係機関に対する協議の観点 

関係機関 協議の観点 

道路管理者 
国道：国道事務所 
都道：東京都 
区市町村道：区市町村 

 道路・既存施設への影響について 

交通管理者 警視庁 
 安全・円滑な通行への影響について 
 信号施設等の使用について 

電力会社 
東京電力パワーグリッド

株式会社 
 施設への電気引込みについて 

 

路車協調施設ごとの協議先と協議事項・申請の内容は表 ３-２１～表 ３-２３のとおり

です。 

 

表 ３-２１ 路側センサの設置による対策に必要な協議・申請（p.81 で詳述） 

協議先 申請 主な協議事項 

道路管理者 道路占用許可申請 

 制御機等の設置による通行への影響につい

て 
 設置対象施設の占用者との設置協議・各種

手続（二次占用） 
 電線が地中埋設の場合における電力供給の

ための引込管の設置 

交通管理者 

行政財産使用許可

申請 
 信号施設等に機器や配線を設置する際の位

置や強度 

道路使用許可申請 
 制御機等の設置による通行への影響につい

て 
電力会社 電気引込申請 
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表 ３-２２ 信号情報提供機器・灯色認識センサの設置による 

対策に必要な協議・申請（p.82 で詳述） 

協議先 申請 主な協議事項 

道路管理者 道路占用許可申請 
 電線が地中埋設の場合における電力供

給のための引込管の設置 

交通管理者 

行政財産使用許可申

請 
 信号施設に機器や配線を設置する際の

位置や強度 

道路使用許可申請 
 制御機等の設置による通行への影響に

ついて 

信号制御機等への接

続に関する申請の必

要性 

（信号情報提供機器のみ） 
 信号施設に機器や配線を設置する際の

位置や強度 
 信号情報取得のセキュリティについて 

電力会社 電気引込申請 

 

表 ３-２３ 電磁誘導線・RF タグ・磁気マーカの設置による 

対策に必要な協議・申請（p.84 で詳述） 

協議先 申請 主な協議事項 

道路管理者 道路占用許可申請 

 路面の切削・削孔      
 電線が地中埋設の場合における電力供給のた

めの引込管の設置 
 撤去時の設置跡の補修 

交通管理者 道路使用許可申請  施設の設置による通行への影響について 
（道路使用許可の必要性は施設の形状による） 

電力会社 
（電磁誘導線のみ） 
電気引込申請 

※ 他企業の占用工事による路面施設（電磁誘導線・RF タグ・磁気マーカ）撤去時の復旧の取扱いにつ
いては国内の事例がないため、調査を継続し、今後本ガイドラインを更新する際に反映します。 

 

（路車協調施設の設置に関する問合せ先） 

道路管理者・交通管理者への連絡窓口は以下のとおりです。 

＜道路管理者＞ 

・国道：国土交通省 関東地方整備局 道路部 道路計画第二課 

・都道：建設局 道路管理部 監察指導課 

・区市町村道：各区市町村の交通政策部署又は道路管理部署 
※ 上記部署と協議・調整をした後に現場管理部署との協議等が必要な場合があります。 

 

＜交通管理者への連絡＞ 

・警視庁 交通部 交通総務課 モビリティ戦略第二係 
※ 上記連絡窓口から担当部署に取り次がれます。 
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3) その他の対策の実施 

i. 対策の概要 

その他の対策の例として「通行空間の分離」、「待避所の活用」、「自動運転車の通行場所

の明示や看板設置」、「地域の協力等による走行環境の整備」が挙げられます。なお、それ

ぞれの対策の内容は国内の実証事例を基に整理しており、詳細は「3.3.3. （詳細）手動介

入低減策の実施」で説明します。 

表 ３-２４ その他の対策の概要 

対策 イメージ 概要 

①通行空間の分

離 

 

他交通との混在による手動介入を低減するた

め、構造的な分離や交通規制（バス専用レー

ン）による分離により自動運転車の通行空間を

分離 

②待避所の活用 

 

狭あい道路等における他車とのすれ違い時の手

動介入を低減するため、看板等を設置して自動

運転車が退避する場所を明示 

③自動運転車の

通行場所の明示

や看板設置 

 

路上駐車や、一般車による無理な追越しによる

手動介入を低減するため、自動運転車の通行場

所を路面標示や看板により周知 

④地域の協力等

による走行環境

の整備 

 

車両側センサによる誤検知の原因となる植栽を

せん定する等、地域の協力を得て自動運転車が

走行しやすい環境を整備 
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ii. 実施方法 

それぞれの対策の実施方法は、「3.3.3.（詳細）手動介入低減策の実施」で説明します。 

iii. 必要な協議・申請 

それぞれの対策に必要な協議・申請は、「3.3.3.（詳細）手動介入低減策の実施」で説明

します。 
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(2) 手動介入低減策の効果検証 

手動介入低減策の実施後、自動運転車を走行させ、手動介入低減策の効果検証を実施し

ます。 

表 ３-２５ 手動介入低減策の効果検証項目 

検証項目 検証内容 

手動介入発生回数 
手動介入低減策実施前後における手動介入の回数を集計し、

対策後に回数が減少しているかを検証 

手動介入発生場所 
手動介入低減策実施前後における手動介入の発生場所を集計

し、対策後に発生箇所が減少しているかを検証 

 

3.3.4. 検証結果を踏まえた手動介入低減策の改善 

手動介入低減策の効果検証を踏まえ、路車協調施設の改良・追加設置やその他の対策の

変更、追加等を実施します。 

レベル４自動運転を実現するため、手動介入低減策の改善と効果検証を繰り返し実施す

ることで、運行ルートにおける手動介入の発生を解消していきます。 

 

 
 

図 ３-１８ 検証結果を踏まえた手動介入低減策の改善 

３.３.３. 手動介入低減策の実施及び 

効果検証 

 

 

 

 

３.３.４. 検証結果を踏まえた 

手動介入低減策の改善 

 ・路車協調施設の改良・追加設置 

・その他の対策の変更及び追加 等 

(1) 手動介入低減策の実施 

・路車協調施設の設置 

・その他の対策の実施 

(2) 手動介入低減策の効果検証 

・手動介入発生回数の検証 

・手動介入発生場所の検証 

・レベル４自動運転を実現する

ため、運行ルートにおいて手

動介入発生が解消されるまで

繰り返し実施します。 
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3.3.3. （詳細）手動介入低減策の実施 

(1) 路車協調施設の設置による対策の詳細 

1) 対策内容の詳細 

① 車両側の死角支援 

◇車両単独による走行の課題 

自動運転車両にはカメラ、LiDAR 等のセンサが搭載されており、基本的にはそのセンサ

で周囲の状況を認識して車両を走行させます。しかし、見通しが悪い交差点や路上駐車が

多い区間等においては、車載センサでは認識できない箇所（死角）が存在します。 

 
図 ３-１９ 自動運転車両の死角の例 

 

◇路車協調施設の設置による対策の有効性 

死角からの他交通の飛び出し等へ対応する際に生じる手動介入を低減するために、路側

センサを設置し、車載センサで認識できない箇所の歩行者・自転車・車両等の位置・速度

等の情報を取得し伝送することが有効となります。 

 
図 ３-２０ 車両側の死角支援 
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◇対策に必要な施設 

路側センサとは、LiDAR センサやカメラ、制御機等から構成される施設です。 

 

道路上の既存柱等に設置した LiDAR センサやカメラから得た情報を基に物体の位置情報

や速度等を取得し、制御機で情報を処理して制御機に設置した通信機器から自動運転車両

に伝送します。 

 

図 ３-２１ 路側センサの構成例 
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② 信号連携 

◇車両単独による走行の課題 

自動運転車両は基本的に車両に搭載されたカメラで信号灯色を認識しますが、逆光等の

影響で誤認識が生じる場合に、手動介入が発生します。また、自動運転車両に搭載された

カメラが信号灯色を正しく認識している場合でも、信号灯色の認識が遅れることによる急

ブレーキを避けるため、手動介入が発生することがあります。 

 

 
図 ３-２２ 車載カメラによる信号灯色の誤認識 

 

◇路車協調施設の設置による対策の有効性 

信号灯色の誤認識や認識遅れによる手動介入の低減に有効なのが、信号柱等に設置した

施設で信号情報を取得し、通信によって自動運転車両に伝送する方法です。 

 

 

図 ３-２３ 信号連携の一例 
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◇対策に必要な施設 

信号連携の例として、信号情報提供機器を設置する方法と、灯色認識センサを設置する

方法が挙げられます。 

 

●信号情報提供機器を設置する方法 

信号情報提供機器を設置する方法では、信号柱等に取り付けた施設のセンサで信号制御

機の各灯色の ON/OFF の情報を検知し、信号現示や信号現示変更までの残秒数を路車間直

接通信又はクラウドサーバ等を介して自動運転車両に伝送します。 

 

 
図 ３-２４ 信号情報提供機器の構成例 

 

●灯色認識センサを設置する方法 

灯色認識センサを設置する方法では、信号灯器に取り付けた小型のセンサで各灯色の

ON/OFF の情報を検知し、信号現示をクラウドサーバ等を介して自動運転車両に伝送しま

す。 

 

 
図 ３-２５ 灯色認識センサの構成例 
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③ 自己位置推定支援 

◇車両単独による走行の課題 

自動運転車両の走行には自己位置の情報が必要です。このため、自動運転車は自己位置

推定をしています。 

自己位置推定には、GNSS、高精度 3D マップ等が使われます。GNSS による自己位置推

定は、街路樹やトンネル等により電波が遮られる箇所では不具合を生じることがあります。

また、高精度 3D マップによる自己位置推定は、トンネル内等の形状の変化に乏しい環境

では不具合を生じることがあります。 

 

◇路車協調施設の設置による対策の有効性 

自動運転車両側の装置による自己位置推定が困難となる箇所について、路面に磁界を生

じる施設を設置し、車両に搭載した磁気センサで読み取ることによる自己位置推定支援を

行うことが有効です。 

 

 
図 ３-２６ 自己位置推定支援 
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◇対策に必要な施設 

自己位置推定支援には、路面を切削し電磁誘導線を設置する方法と、路面を削孔し磁気

マーカを設置する方法があります。一般的には、それらとセットで RF タグを設置します。 

 

●電磁誘導線 

電磁誘導線は電線に通電させることにより磁界を生じる施設であり、発生した磁界を自

動運転車両に搭載した磁気センサで認識して自己位置推定をします。 

 

 
図 ３-２７ 電磁誘導線による自己位置推定支援 

 

●磁気マーカ 

磁気マーカは永久磁石であり、発生した磁界を自動運転車に搭載した磁気センサで認識

して自己位置推定をします。 

 

 
図 ３-２８ 磁気マーカによる自己位置推定支援 
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●RF タグ 

RF タグは位置情報や、車両の減速・停止等の動作指示を記録したタグやカード状の媒体

です。自動運転車両に搭載した RFID リーダーから RF タグに向けて電波を発射し、それ

を受けて RF タグが発した信号化された情報を RFID リーダーが受信します。一般的に、

電磁誘導線や磁気マーカとセットで路面に設置します。 

 

 
図 ３-２９ RF タグの情報読み取りのイメージ 
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2) 実施方法の詳細 

① 路側センサによる対策の実施方法 

路側センサによる対策の実施方法の一例を以下に示します。 

 

◇計画段階（1/3） 

●要求性能の整理 

表 ３-２６ 路側センサによる対策の実施方法（要求性能の整理） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

検出対象の

検討 
自動運転シス

テム提供者 

 道路・交通状況を調査した上で、検出対象とする交

通参加者の種類（車両・自転車・歩行者）や進行方

向を検討する。 
 道路幅員、車線数、規制速度、検出対象の進行方向

等を踏まえ検知が必要な範囲を検討する。 

通信手段の

検討 
自動運転シス

テム提供者 

 許容できる通信遅延、クラウドサーバへの情報保存

の必要性等を踏まえ、通信手段を検討する。 
 

表 ３-２７ 通信手段の例・特徴 

 
 

通信手段 特徴 

5.9GHz・

760MHz 等 

路車間直接通信 
通信速度・遅延等は携帯電話用

帯域よりも確保可能性が高い。 

携帯電話用

帯域 

既存携帯キャリア網を用いた基

地局を経由した通信 
クラウドサーバを介した情報伝

送に用いる。 

機器等の仕

様の検討 
自動運転シス

テム提供者 
 検出対象の検討・通信手段の検討を踏まえ、要求性

能を満たすセンサや制御機の仕様を検討する。 
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◇計画段階（2/3） 

●設置位置の検討 

表 ３-２８ 路側センサによる対策の実施方法（設置位置の検討） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

設置位置の

条件整理 
自動運転シス

テム提供者 

 施設を設置する場所の高さや検出対象との距離等、

要求性能を満たすための設置位置の条件を整理す

る。 

設置場所の

選定 
自動運転シス

テム提供者 

 電柱等の既存柱等への共架可能性と支持柱新設の実

現性を踏まえて、設置場所を選定する。 

表 ３-２９ 設置場所の選定の検討の流れの例 

 検討の流れ 

既存柱への共

架可能性の検

討 

 設置位置の条件を満たす既存柱を洗い

出す。 
 既存柱の状態の調査、既存柱に共架可

能な高さ・重量の確認、設置する機器

等の重量計算・応力計算を実施する。 
支持柱新設の

実現性の検討 
※ 関係機関と個別に調整が必要 

 

設置場所へ

の配置の検

討 

自動運転シス

テム提供者 

 施設の設置場所への設置高さ・向きを検討する。 

設置場所で

の電力供給

方法の検討 

自動運転シス

テム提供者 

 設置場所の電力供給の方法（共同溝又は架線）を確

認し、施設への電力供給方法を検討する。 

 

●運用方法の検討 

※ 実証実験における短期の施設設置が多く、運用方法は現時点では確立されていません。 

表 ３-３０ 路側センサによる対策の実施方法（運用方法の検討） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

点検方法の検討 
運行主体 
※ 自動運転システ

ム提供者が技術

面の助言を行う 

 毎運行前に実施する運行前点検の内容・方法

を検討する。 
 定期点検の頻度・内容・方法を検討する。 

不具合発生時の

対応方法の検討 
運行主体  不具合発生時の連絡ルート・対応方法を検討

する。 

補修方法の検討 
運行主体 
※ 自動運転システ

ム提供者が技術

面の助言を行う 

 不具合発生時の補修方法を検討する。 

更新・再設置の

方法の検討 

運行主体 
※ 自動運転システ

ム提供者が技術

面の助言を行う 

 更新・再設置の基準・方法を検討する。 
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◇計画段階（3/3） 

●協議・申請内容の整理 

表 ３-３１ 路側センサによる対策の実施方法（協議・申請内容の整理） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

対策実施が道

路・交通等に与

える影響の整理 

施設設置者 
※ 自動運転システ

ム提供者が技術

面の助言を行う 

 施設の設置・撤去が道路・道路附属物・占用

物件・交通等に与える影響を整理する。 

対策実施に必要

な協議・申請の

整理 

施設設置者 
※ 自動運転システ

ム提供者が技術

面の助言を行う 

 対策実施の影響を踏まえ、道路管理者、交通

管理者その他関係主体との協議事項・申請や

手続を整理する。 

 

◇設計・施工段階 

●設計 

表 ３-３２ 路側センサによる対策の実施方法（設計） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 
設計図面作成・

積算 
自動運転シス

テム提供者 
 要求性能の整理結果を踏まえ、機器等の設計図

面を作成し、施工費用を積算する。 
工事発注 施設設置者  設計図面・積算を基に工事を発注する。 

施工方法の検討 自動運転シス

テム提供者 
 機器等の設置方法・工程を検討する。 

 

●施工 

表 ３-３３ 路側センサによる対策の実施方法（施工） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

機器等の調達・

設置 
自動運転シス

テム提供者 

 機器等を調達し、設計図面を基に施設を設置す

る。 
 電気ケーブルを施設へ引き込む。 

完成図の作成 
自動運転シス

テム提供者 
 機器等の設置状況を記録する完成図を作成す

る。 

検査 
自動運転シス

テム提供者 

 施設に通電し動作を確認する。 
 自動運転車両を用いて路車協調施設の動作を確

認する。 
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◇運用段階 

※実証実験における短期の施設設置が多く、運用方法は現時点では確立されていません。 

 

●記録の保存 

表 ３-３４ 路側センサによる対策の実施方法（記録の保存） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

機器等の性能・

設置場所等の記

録の保存 

施設設置者 
※ 自動運転システム

提供者が技術面の

助言を行う 

 路面施設の設置基準に倣い、施設の性能・

設置場所・設置日・材料等を記録し保存す

る。 

運行前点検の実

施・記録 
運行主体 

 日々の運行前点検を実施し、実施結果を記

録する。 
定期点検の実

施・記録 
自動運転システ

ム提供者 
 定期点検を実施し、実施結果を記録する。 

突発事象発生時

の緊急点検 
自動運転システ

ム提供者 
 突発事象発生時に緊急点検を実施し、実施

結果を記録する。 

 

●補修 

表 ３-３５ 路側センサによる対策の実施方法（補修） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

劣化状況に応じ

た補修 
自動運転シス

テム提供者 
 運行前点検・定期点検の結果に基づき、施設の

経年劣化の状況に応じて補修する。 
不具合発生時の

補修 
自動運転シス

テム提供者 
 突発事象発生時の緊急点検の結果に基づき、不

具合の内容に応じて補修する。 

 

●更新・再設置 

表 ３-３６ 路側センサによる対策の実施方法（更新・再設置） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

計画的な更新・

再設置 
施設設置者 

 運行前点検・定期点検の結果と劣化状況に応じ

た補修の状況に基づき、あらかじめ定めた基準

に従って更新・再設置をする。 
不具合発生時の

更新・再設置 
施設設置者  不具合発生時に補修では対応できなかった場合

に、更新・再設置する。 
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② 信号情報提供機器・灯色認識センサによる対策の実施方法 

信号情報提供機器・灯色認識センサによる対策の実施方法の一例を以下に示します。 

 

◇計画段階（1/3） 

●要求性能の整理 

表 ３-３７ 信号情報提供機器・灯色認識センサによる対策の実施方法 

（要求性能の整理） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 
信号情報の

取得方法の

検討 

自動運転システ

ム提供者 

 対象の信号機の制御方式を調査した上で、信号情

報（信号現示情報・信号予定情報）の取得方法を

検討する。 

通信手段の

検討 
自動運転システ

ム提供者 

 許容できる通信遅延、クラウドサーバへの情報保

存の必要性等を踏まえ、通信手段を検討する。 
 

表 ３-３８ 通信手段の例・特徴 
 

通信手段 特徴 

5.9GHz ・

760MHz 等 

路車間直接通信 

通信速度・遅延等は携帯電話用帯域より

も確保可能性が高い。 

携帯電話用

帯域 

既存携帯キャリア網を用いた基地局を経

由した通信 

クラウドサーバを介した情報伝送に用い

る。 

機器等の仕

様の検討 
自動運転システ

ム提供者 

 信号情報の取得方法の検討・通信手段の検討を踏

まえ、要求性能を満たす信号情報提供機器・灯色

認識センサや制御機の仕様を検討する。 
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◇計画段階（2/3） 

●設置位置の検討 

表 ３-３９ 信号情報提供機器・灯色認識センサによる対策の実施方法 

（設置位置の検討） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

設置位置の 
条件整理 

自動運転システ

ム提供者 

 機器等を設置する場所の高さや信号制御機・信

号灯器との距離等要求性能を満たすための設置

位置の条件を整理する。 

設置場所の 
選定 

自動運転システ

ム提供者 

 信号制御器への内蔵、信号柱への共架可能性

と、支持柱新設の実現性等を踏まえて、設置場

所を選定する。 
 
表 ３-４０ 設置場所の選定の検討の流れの例 

 
 

 検討の流れ 

信号制御器への

内蔵の可能性の

検討 

 信号制御器内のスペースを調査

し、設置する機器等の寸法を踏

まえ内蔵の可能性を検討する。 

信号柱への共架

可能性の検討 

 信号柱の状態の調査、共架可能

な高さ・重量の確認、設置する

機器等の重量計算・応力計算を

実施する。 

支持柱新設の実

現性の検討 

 ※関係機関と個別に調整が必要 

設置場所への

配置の検討 
自動運転システ

ム提供者 
 施設の信号制御器内における設置位置、設置場

所への設置高さ・向きを検討する。 
設置場所での

電力供給方法

の検討 

自動運転システ

ム提供者 

 設置場所の電力供給の方法（共同溝又は架線）

を確認し、機器等への電力供給方法を検討す

る。 
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◇計画段階（3/3） 

●運用方法の検討 

※実証実験における短期の施設設置が多く、運用方法は現時点では確立されていません。 

表 ３-４１ 信号情報提供機器・灯色認識センサによる対策の実施方法 

（運用方法の検討） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

点検方法の検討 
運行主体 
※ 自動運転システム

提供者が技術面の

助言を行う 

 運行前点検・定期点検の頻度・内容・

方法を検討する。 

不具合発生時の対

応方法の検討 
運行主体 

 不具合発生時の連絡ルート・対応方法

を検討する。 

補修方法の検討 
運行主体 
※ 自動運転システム

提供者が技術面の

助言を行う 

 不具合発生時の補修の方法を検討す

る。 

更新・再設置の方

法の検討 

運行主体 
※ 自動運転システム

提供者が技術面の

助言を行う 

 更新・再設置をする基準・方法を検討

する。 

 

●協議・申請内容の整理 

表 ３-４２ 信号情報提供機器・灯色認識センサによる対策の実施方法 

（協議・申請内容の整理） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

対策実施が道路・

交通等に与える影

響の整理 

施設設置者 
※ 自動運転システム

提供者が技術面の

助言を行う 

 施設の設置・撤去が道路・道路附属

物・占用物件・交通等に与える影響を

整理する。 

対策実施に必要な

協議・申請の整理 

施設設置者 
※ 自動運転システム

提供者が技術面の

助言を行う 

 対策実施の影響を踏まえ、道路管理

者、交通管理者その他関係主体との協

議事項・申請や手続を整理する。 
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◇設計・施工段階 

●設計 

表 ３-４３ 信号情報提供機器・灯色認識センサによる対策の実施方法（設計） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 
設計図面作成・

積算 
自動運転シス

テム提供者 
 要求性能の整理結果を踏まえ、機器等の設計図

面を作成し、施工費用を積算する。 
工事発注 施設設置者  設計図面・積算を基に工事を発注する。 

施工方法の検討 
自動運転シス

テム提供者 
 機器等の設置方法・工程を検討する。 

 

●施工 

表 ３-４４ 信号情報提供機器・灯色認識センサによる対策の実施方法（施工） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

機器等の調

達・設置 
自動運転シス

テム提供者 

 機器等を調達し、設計図面を基に施設を設置す

る。 
 電気ケーブルを施設へ引き込む。 

完成図の作成 
自動運転シス

テム提供者 
 機器等の設置状況を記録する完成図を作成す

る。 

検査 
自動運転シス

テム提供者 
 施設に通電し動作を確認する。自動運転車を用

いて路車協調施設の動作を確認する。 

 

◇運用段階（1/2） 

※実証実験における短期の施設設置が多く、運用方法は現時点では確立されていません。 

●記録の保存 

表 ３-４５ 信号情報提供機器・灯色認識センサによる対策の実施方法（運用段階） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

機器等の性

能・設置場所

等の記録の保

存 

施設設置者  
※ 自動運転システム

提供者が技術面の

助言を行う 

 路面施設の設置基準に倣い、施設の性能・設置

場所・設置日・材料等を記録し保存する。 

運行前点検の

実施・記録 
運行主体 

 日々の運行前点検を実施し、実施結果を記録す

る。 
定期点検の実

施・記録 
自動運転システ

ム提供者 
 定期点検を実施し、実施結果を記録する。 

突発事象発生

時の緊急点検 
自動運転システ

ム提供者 
 突発事象発生時に緊急点検を実施し、実施結果

を記録する。 
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◇運用段階（2/2） 

●補修 

表 ３-４６ 信号情報提供機器・灯色認識センサによる対策の実施方法（補修） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

劣化状況に応

じた補修 
自動運転シス

テム提供者 
 運行前点検・定期点検の結果に基づき、施設の経

年劣化の状況に応じて補修する。 
不具合発生時

の補修 
自動運転シス

テム提供者 
 突発事象発生時の緊急点検の結果に基づき、不具

合の内容に応じて補修する。 

 

●更新・再設置 

表 ３-４７ 信号情報提供機器・灯色認識センサによる対策の実施方法（更新・再設置） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

計画的な更

新・再設置 
施設設置者 

 運行前点検・定期点検の結果と劣化状況に応じ

た補修の状況に基づき、あらかじめ定めた基準

に従って更新・再設置をする。 
不具合発生時

の更新・再設

置 
施設設置者 

 不具合発生時に補修では対応できなかった場合

に、更新・再設置する。 
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③ 電磁誘導線・RF タグ・磁気マーカによる対策の実施方法 

電磁誘導線・RF タグ・磁気マーカによる対策の一例を以下に示します。 

 

◇計画段階（1/2） 

●要求性能の整理 

表 ３-４８ 電磁誘導線・RF タグ・磁気マーカによる対策の実施方法（要求性能の整理） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

必要な磁界の強

さの検討 
自動運転シス

テム提供者 

 車両側の磁気センサの能力を考慮し、必要な磁

界の強さを検討し、要求性能を満たす電磁誘導

線・RF タグ・磁気マーカの仕様を検討する 

 

●設置位置の検討 

表 ３-４９ 電磁誘導線・RF タグ・磁気マーカによる対策の実施方法（設置位置の検討） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

設置位置の条件

整理 
自動運転シス

テム提供者 
 車両側の磁気センサの能力を考慮した設置間

隔・埋設深さ等の設置位置の条件を整理する。 
（電磁誘導線）

設置場所での電

力供給方法の検

討 

自動運転シス

テム提供者 

 設置場所の電力供給の方法（共同溝又は架線）

を確認し、電磁誘導線への電力供給方法を検討

する。 

 

●運用方法の検討 

表 ３-５０ 電磁誘導線・RF タグ・磁気マーカによる対策の実施方法（運用方法の検討） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

点検の方法の検討 

運行主体 
※ 自動運転システ

ム提供者が技術

面 の 助 言 を 行

う。 

 運行前点検・定期点検の頻度・内容・方法

を検討する。 

不具合発生時の対

応方法の検討 運行主体 
 不具合発生時の連絡ルート・対応方法を検

討する。 

補修の方法の検討 

運行主体 
※ 自動運転システ

ム提供者が技術

面 の 助 言 を 行

う。 

 不具合発生時の補修の方法を検討する。 

更新・再設置の方

法の検討 

運行主体 
※ 自動運転システ

ム提供者が技術

面 の 助 言 を 行

う。 

 更新・再設置をする基準・方法を検討す

る。 
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◇計画段階（2/2） 

●協議・申請内容の整理 

表 ３-５１ 電磁誘導線・RF タグ・磁気マーカによる対策の実施方法 

（協議・申請内容の整理） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

対策実施が道路・

交通等に与える影

響の整理 

施設設置者 
※ 自動運転システ

ム提供者が技術

面の助言を行

う。 

 施設の設置・撤去が道路、道路附属物、占

用物件、交通等に与える影響を整理する。 

対策実施に必要な

協議・申請の整理 

施設設置者  
※ 自動運転システ

ム提供者が技術

面の助言を行

う。 

 対策実施の影響を踏まえ、道路管理者、交

通管理者、その他関係主体との協議事項・

申請や手続を整理する。 

 

◇設計・施工段階 

●設計 

表 ３-５２ 電磁誘導線・RF タグ・磁気マーカによる対策の実施方法（設計） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 
設計図面作成・

積算 
自動運転シス

テム提供者 
 要求性能の整理結果を踏まえ、機器等の設計図

面を作成し、施工費用を積算する。 
工事発注 施設設置者  設計図面・積算を基に工事を発注する。 

施工方法の検討 自動運転シス

テム提供者 
 機器等の設置方法・工程を検討する。 

 

●施工 

表 ３-５３ 電磁誘導線・RF タグ・磁気マーカによる対策の実施方法（施工） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

機器等の調達・

設置 
自動運転シス

テム提供者 

 機器等を調達し、設計図面を基に施設を設置す

る。 
 （電磁誘導線）電気ケーブルを施設へ引き込

む。 

完成図の作成 自動運転シス

テム提供者 
 機器等の設置状況を記録する完成図を作成す

る。 

検査 
自動運転シス

テム提供者 

 （電磁誘導線）施設に通電し動作を確認する。 
 自動運転車両を用いて路車協調施設の動作を確

認する。  
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◇運用段階 

●記録の保存 

表 ３-５４ 電磁誘導線・RF タグ・磁気マーカによる対策の実施方法（記録の保存） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

機器等の性能・

設置場所等の記

録の保存 

施設設置者  
※ 自動運転システ

ム提供者が技術

面の助言を行

う。 

 路面施設の設置基準に従い、施設の性能、設

置場所、設置日、材料等を記録し保存する。 

運行前点検の実

施・記録 運行主体 
 日々の運行前点検を実施し、実施結果を記録

する。 
定期点検の実

施・記録 
自動運転システ

ム提供者 
 定期点検を実施し、実施結果を記録する。 

突発事象発生時

の緊急点検 
自動運転システ

ム提供者 
 突発事象発生時に緊急点検を実施し、実施結

果を記録する。 

 

●補修 

表 ３-５５ 電磁誘導線・RF タグ・磁気マーカによる対策の実施方法（補修） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

劣化状況に応じ

た補修 
自動運転シス

テム提供者 
 運行前点検・定期点検の結果に基づき、施設の

経年劣化の状況に応じて補修する。 
不具合発生時の

補修 
自動運転シス

テム提供者 
 突発事象発生時の緊急点検の結果に基づき、不

具合の内容に応じて補修する。 

 

●更新・再設置 

表 ３-５６ 電磁誘導線・RF タグ・磁気マーカによる対策の実施方法（更新・再設置） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

計画的な更新・

再設置 
施設設置者 

 運行前点検・定期点検の結果と劣化状況に応じ

た補修の状況に基づき、あらかじめ定めた基準

に従って更新・再設置をする。 
不具合発生時の

更新・再設置 
施設設置者 

 不具合発生時に補修では対応できなかった場合

に、更新・再設置する。 
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3) 必要な協議・申請の詳細 

① 路側センサの設置に必要な協議・申請 

路側センサの設置は道路、道路上の施設、交通に影響を与える可能性があるため、道路

管理者・交通管理者と協議をし、必要な申請を行う必要があります。 

以下、路側センサの設置に必要な協議・申請について示します。 

 

【道路管理者に対する協議・申請】 

◇道路占用許可申請に関する協議 

●制御機等の設置による通行への影響について 

制御機等を設置する場合に、歩行者や自転車の通行の妨げにならない位置に計画する必

要があります。妨げとならない設置位置について、道路管理者と協議する必要があります。 

 

●設置対象施設の占用者との設置協議・各種申請（二次占用） 

電柱等の施設に設置する際には、設置対象施設の管理者・占用者との設置協議・各種申

請が必要になります。想定される主な設置対象施設と占用者は以下のとおりです。 

表 ３-５７ 設置対象施設の例と占用者 

設置対象施設の例 設置対象施設の占用者 
電柱 電力事業者・通信事業者 

施設案内柱 施設管理者 

 

●電線が地中埋設の場合における電力供給のための引込管の設置 

路側センサを稼働するためには電力供給が必要です。電線が地中埋設の場合には、電力

供給のための引込管の設置について、道路管理者と協議する必要があります。 

 

【交通管理者に対する協議・申請】 

◇道路使用許可申請に関する協議 

●制御機等の設置による通行への影響について 

制御機等を設置する場合に、歩行者や自転車の通行の妨げにならない位置に計画する必

要があります。妨げとならない設置位置について、交通管理者と協議する必要があります。 

 

【その他の申請】 

●電気引込み申請（電力会社） 

路側センサへの電力供給について、電力会社に申請する必要があります。 
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② 信号情報提供機器・灯色認識センサの設置に必要な協議・申請 

信号情報提供機器・灯色認識センサは信号機への設置が基本となるため、行政財産使用

許可に関する協議が必要となるほか、信号機への設置が道路に与える影響に関して、交通

管理者との協議が必要になります。 

また、信号情報提供機器については、信号情報の受信に対して、信号制御機等への接続

に関する申請の必要性に関する協議が必要になります。 

さらに、電線が地中埋設の場合に電力供給のための引込管を設置する場合には、道路管

理者との協議が必要となります。 

信号情報提供機器・灯色認識センサの設置に必要な協議・申請について示します。 

  

【道路管理者に対する協議・申請】 

◇道路占用許可申請に関する協議 

●電線が地中埋設の場合における電力供給のための引込管の設置 

信号情報提供機器を稼働するためには電力供給が必要です。電線が地中埋設の場合には、

電力供給のための引込管の設置について、道路管理者と協議する必要があります。 

 

【交通管理者に対する協議・申請】 

◇行政財産使用許可申請に関する協議 

●信号施設に機器や配線を設置する際の位置や強度 

信号施設の強度や施設の重量を考慮して、設置位置を計画する必要があります。設置位

置や強度について、交通管理者と協議する必要があります。 

 

◇道路使用許可申請に関する協議 

●制御機等の設置による通行への影響について 

制御機等を設置する場合に、歩行者や自転車の通行の妨げにならない位置に計画する必

要があります。妨げとならない設置位置について、交通管理者と協議する必要があります。 

 

（信号情報提供機器の場合） 

◇信号制御機等への接続に関する申請の必要性に関する協議 

●信号情報取得のセキュリティについて 

警察庁（令和５年３月）「信号制御機等に接続する無線装置の開発のための実験に関す

る申請要領」の実験の承認条件「信号制御機のセキュリティ確保のための技術的条件」を

参照し、条件を満たすことが必要です。 
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【その他の申請】 

●電気引込み申請（対電力会社） 

信号情報提供機器への電力供給について、電力会社に申請する必要があります。 
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③ 電磁誘導線・RF タグ・磁気マーカの設置に必要な協議・申請 

電磁誘導線・RF タグ・磁気マーカは路面に設置するものであり、道路に影響を与えるた

め、道路管理者との協議が必要です。また、施設の形状によっては交通に影響を与える可

能性があるため、交通管理者との協議が必要です。 

以下、電磁誘導線・RF タグ・磁気マーカの設置に必要な協議・申請について示します。 

 

【道路管理者に対する協議・申請】 

◇道路占用許可申請に関する協議 

●路面の切削・削孔 

電磁誘導線の設置には路面の切削が、RF タグ・磁気マーカの設置には路面の削孔が必要

になります。路面の切削・削孔の位置や方法について、道路管理者と協議する必要があり

ます。 

 

●電柱が地中埋設の場合における電力供給のための引込管の設置（※電磁誘導線に限る） 

電磁誘導線を稼働するためには電力供給が必要です。電線が地中埋設の場合には、電力

供給のための引込管の設置について、道路管理者と協議する必要があります。 

 

●撤去時の設置跡の補修方法 

電磁誘導線・RF タグ・磁気マーカを設置する際には路面の切削・削孔を行うため、撤去

時の設置跡の補修方法について、道路管理者と協議する必要があります。 

 

【交通管理者に対する協議・申請】 

●施設の設置による通行への影響について 

路面に設置する施設が自動車の通行を妨げないよう設置位置や方法を計画する必要があ

ります。なお、道路使用許可の必要性は施設の形状によります。 

 

【その他の申請】 

●電気引込み申請（※電磁誘導線に限る）（電力会社） 

電磁誘導線の稼働には電力供給が必要であり、電線から電力を引き込む必要があります。

電力供給について、電力会社に申請する必要があります。 
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(2) その他の対策の詳細 

1) 対策内容の詳細 

① 通行空間の分離 

自動運転車両と他交通が混在している空間では、自動運転車専用の走行空間に比べて手

動介入が生じやすくなります。手動介入を低減するためには、自動運転車専用の走行空間

を整備することが有効となります。 

 

 
図 ３-３０ 通行空間分離 

通行区間の分離の方法には、道路構造による分離や、交通規制（バス専用レーン）によ

る分離）があります。 

 

表 ３-５８ 通行空間分離の方法  

 道路構造による分離 交通規制（バス専用レーン） 
による分離 

 

 
  

概

要 

分離標や入口のゲート等の

設置により自動運転車以外

が進入できない空間とする 

バス専用レーンの交通規制をかける 

  

イ
メ
ー
ジ 
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② 待避所の活用 

狭あい道路においては、車両同士のすれ違いが難しく、他の車両とのすれ違いのために

手動介入が生じることがあります。このような手動介入の低減には、自動運転車両のため

の待避所を活用することが有効となります。 

 

 
図 ３-３１ 待避所の活用 

 

走行ルート上の待避所として活用可能な場所に看板等を設置して、自動運転車両が退避

する場所を明示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-３２ 待避所の活用のための看板設置の例       図 ３-３３ 看板の例 

 
出典：（左）「一般道路における自動運転サービスの社会実装に向けた研究～手動介入発生要因

の特定と対策及び社会受容性の把握～」（国土技術政策総合研究所、令和 3年 5月、p.43） 

（右）東近江市提供 
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③ 自動運転車両の通行場所の明示や看板設置 

自動運転車両と一般車が同一車線に混在する場合においては、一般車による自動運転車

両の無理な追越しや、自動運転車両による一般車への道譲り等による手動介入が生じるこ

とがあります。 

このような手動介入の低減には、自動運転車両が走行する空間を明示し、一般車に対し

て無理な追越し等をしないよう理解を求めることが有効です。 

 

 
図 ３-３４ 自動運転車両の通行場所の明示や看板設置 

 

通行場所の明示の方法として、路面標示を設置する方法や、看板を設置する方法があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-３５ 路面標示のイメージ      図 ３-３６ 看板のイメージ 
出典：「一般道路における自動運転サービスの社会実装に向けた研究～手動介入発生要因の特定と対策及

び社会受容性の把握～」（国土技術政策総合研究所、令和 3年 5月、p.48） 
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④ 地域の協力等による走行環境の整備 

そのほかに、地域の協力を得て走行環境を整備することが考えられます。 

例えば、土地所有者と調整の上、誤検知の原因となる植栽をせん定することや、路上駐

車削減を呼びかけるチラシを配布し協力を求めることが、手動介入低減に有効となります。 

 

 

図 ３-３７ 誤検知の原因となる植栽のせん定 
出典：「道の駅「赤来高原」を拠点とした自動運転サービス第３回 地域実験協議会資料」 

（国土交通省中国地方整備局、平成 30 年 8 月、p.21） 

 

 

図 ３-３８ 路上駐車削減を呼びかけるチラシの配布 



 

89 

2) 実施方法の詳細 

その他の対策の実施方法を以下に示します。 

 

① 通行空間の分離の実施方法 

通行空間の分離の実施方法は以下のとおりです。必要な事前協議、協議・申請について

は 3)協議・申請で示します。 

◇計画段階 

表 ３-５９ 通行空間の分離の実施方法（計画段階） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

通行空間分離方法の検討 

施設設置者 

 道路・交通状況を調査した上で、通行

空間の分離が交通ネットワークに与え

る影響を分析 

道路管理者※ 

 沿道敷地への立入りの有無等を考慮

し、構造的な分離の有無を検討 

 舗装による通行空間明示の方法を検討 

交通管理者※ 

 交通規制の有無と種類、規制対象の曜

日・時間帯を検討 

 舗装による通行空間明示の方法を検討 

運用方法の検討 施設設置者 
 運行前点検・定期点検・補修・更新/

再設置の方法を検討 

協議・申請内容の整理 施設設置者 

 対策実施が道路・交通等に与える影響

の整理 

 対策実施に必要な協議・申請の整理 

事前協議 施設設置者 3）協議・申請 で詳述 

※ 通行空間分離方法に関する協議により、必要に応じて道路管理者・交通管理者が実施します。  

◇設計・施工段階 

表 ３-６０ 通行空間の分離の実施方法（設計・施工段階） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 
設計 施設設置者※  道路・構造物等の設計 
協議・申請 施設設置者※ 3）協議・申請 で詳述 

施工 
施設設置者※  道路工事 

 舗装整備 
交通管理者  交通規制の設定 

※ 通行空間分離方法に関する協議により、必要に応じて道路管理者が実施します。 
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◇運用段階 

表 ３-６１ 通行空間の分離の実施方法（運用段階） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 
点検 

施設設置者※ 
 計画段階の「運用方法の検討」で検討した方法

に基づき点検を実施、補修・更新/再設置を実施 補修 

※ 通行空間分離方法に関する協議により、必要に応じて道路管理者が実施します。 

② 待避所の活用の実施方法 

待避所の活用の実施方法は以下のとおりです。必要な事前協議、協議・申請については

3)協議・申請で示します。 

◇計画段階 

表 ３-６２ 待避所の活用の実施方法（計画段階） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

待避所の位置の検討 事業主体 

運行主体 

 道路・交通状況を調査した上で、自動

運転車の車載センサの検知範囲を考慮

し、待避所が必要な間隔・位置を検討 

 待避所として活用する土地の所有者を

確認 

待避所の明示方法の検討 
事業主体 

運行主体 

 看板による明示等、待避所の明示方法

を検討 

 看板等のデザインの検討 

運用方法の検討 
事業主体 

運行主体 

 運行前点検・定期点検・補修・更新/再

設置の方法を検討 

協議・申請内容の整理 
事業主体 

運行主体 

 対策実施が道路・交通等に与える影響

の整理 

 対策実施に必要な協議・申請の整理 

事前協議 事業主体 

運行主体 

3）協議・申請 で詳述 

◇実装・運用段階 

表 ３-６３ 待避所の活用の実施方法（実装・運用段階） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

協議・申請 
事業主体 
運行主体 

3）協議・申請 で詳述 

看板等の設置 
事業主体 
運行主体 

 看板等を設置 

点検 事業主体 
運行主体 

 計画段階の「運用方法の検討」で検

討した方法に基づき点検を実施、補

修・更新/再設置を実施 
補修 

事業主体 
運行主体 

更新・再設置 
事業主体 
運行主体 
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③ 自動運転車の通行場所の明示や看板設置の実施方法 

自動運転車両の通行場所の明示や看板設置の実施方法は以下のとおりです。必要な事前

協議、協議・申請については 3)協議・申請で示します。 

 

◇計画段階 

表 ３-６４ 自動運転車の通行場所の明示や看板設置の実施方法（計画段階） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

通行空間の明示方法の検

討 
事業主体 

運行主体 

 看板設置や舗装等、自動運転車の通

行空間の明示方法を検討 

 看板や舗装のデザインの検討 

運用方法の検討 
事業主体 

運行主体 

 運行前点検・定期点検・補修・更新/

再設置の方法を検討 

協議・申請内容の整理 事業主体 

運行主体 

 対策実施が道路・交通等に与える影

響の整理 

 対策実施に必要な協議・申請の整理 

事前協議 
事業主体 

運行主体 

3）協議・申請 で詳述 

 

◇実装・運用段階 

表 ３-６５ 自動運転車の通行場所の明示や看板設置の実施方法（実装・運用段階） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

協議・申請 事業主体 
運行主体 

3）協議・申請 で詳述 

看板の設置・舗装工事 

運行主体（看板） 
施設設置者（舗装） 

 看板の設置工事 

 路面標示の舗装工事 

点検  計画段階の「運用方法の検討」で

検討した方法に基づき点検を実

施、補修・更新/再設置を実施 
補修 
更新・再設置 
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④ 地域の協力による走行環境の整備の実施方法 

地域の協力による走行環境の整備の実施方法は以下のとおりです。必要な事前協議、協

議・申請については 3)協議・申請で示します。 

 

◇計画段階 

表 ３-６６ 地域の協力による走行環境の整備の実施方法（計画段階） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

対策内容の検討 
事業主体 
運行主体 

＜植栽せん定を実施する場合＞ 
 自動運転車の車載センサの検知範囲

を考慮して、せん定が必要な範囲を

検討 
＜路上駐車削減を呼びかけるチラシを配

布する場合＞ 
 路上駐車が自動運転車の走行の支障

となっている箇所を考慮し、チラシ

の配布先とするエリアを検討 

運用方法の検討 事業主体 
運行主体 

＜植栽せん定を実施する場合＞ 
 植栽せん定の場合、植栽の成長を考

慮したせん定の頻度や、地域住民に

よる植栽せん定の実現性を検討 
＜路上駐車削減を呼びかけるチラシを配

布する場合＞ 
 チラシ配布の頻度を検討 

協議・申請内容の整理 
事業主体 
運行主体 

 対策実施に必要な協議・申請の整理 

事前協議 事業主体 
運行主体 

3）協議・申請 で詳述 

 

◇実装・運用段階 

表 ３-６７ 地域の協力による走行環境の整備の実施方法（実装・運用段階） 

実施事項 実施者 実施事項詳細 

協議・申請 
事業主体 
運行主体 

3）協議・申請 で詳述 

対策の実施 
事業主体・運行主体

又は土地所有者・町

内会 

＜植栽せん定を実施する場合＞ 
 植栽のせん定 

＜路上駐車削減を呼びかけるチラシを配布

する場合＞ 
 チラシの配布 
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3) 必要な協議・申請の詳細 

その他の対策を実施するためには、道路管理者・交通管理者等との協議・申請が必要と

なります。 

表 ３-６８ 各関係機関に対する協議の観点 

関係機関 協議の観点 

道路管理者 
国道：国道事務所 
都道：東京都 
区市町村道：区市町村 

 道路・既存施設への影響について 

交通管理者 警視庁  安全・円滑な通行への影響について 

 

協議先と協議事項・申請の内容は表 ３-６９～表 ３-７２のとおりです。 

表 ３-６９ 通行空間の分離に必要な協議・申請 

協議先 申請 協議事項 

道路管理者 
道路占用許可申請 

 通行空間の分離を明示するもの（看板等）

の設置位置 

その他 
 通行空間の分離方法 
 路面標示の設置方法※ 

交通管理者 

道路使用許可申請  看板の設置位置・デザイン 

その他 
 通行空間の分離方法 
 交通規制の実施方法 
 路面標示の設置方法※ 

 

表 ３-７０ 待避所の活用に必要な協議・申請 

協議先 申請 協議事項 
道路管理者 道路占用許可申請  看板の設置位置 
交通管理者 道路使用許可申請  看板の設置位置・デザイン 

その他   待避所としての活用期間・時間帯等（土地

所有者） 

 

表 ３-７１ 自動運転車の通行場所の明示や看板設置に必要な協議・申請 

協議先 申請 協議事項 

道路管理者 
道路占用許可申

請 
 看板の設置位置 

その他  路面標示の設置方法※ 

交通管理者 
道路使用許可申

請 
 看板の設置位置・デザイン 

その他  路面標示の設置方法※ 
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表 ３-７２ 地域の協力等による走行環境の整備に必要な協議・申請 

協議先 申請 協議事項 

その他 ― 
 植栽せん定の方法（土地所有者） 
 路駐削減を呼びかけるチラシ等の配布（町

内会等） 
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① 通行空間の分離に必要な協議・申請 

通行空間の分離は、道路構造や交通規制の変更を伴うため、道路管理者・交通管理者と

協議をする必要があります。また、通行空間の分離を明示する看板を設置する場合には、

道路管理者と協議をする必要があります。路面標示が必要な場合は、その必要性を整理し

た上で、交通管理者・道路管理者と設置方法について協議する必要があります。 

以下、通行空間の分離に必要な協議・申請について示します。 

 

【道路管理者に対する協議・申請】 

◇道路占用許可申請に関する協議 

●通行空間の分離を明示するもの（看板等）の設置位置について 

看板等を設置する場合は、自動車や歩行者、自転車の通行の妨げにならない位置に計画

する必要があります。妨げとならない設置位置については、道路管理者と協議する必要が

あります。 

 

◇その他の協議 

●通行空間の分離方法について 

通行空間の分離方法（構造的な分離・交通規制による分離）については、分離による一

般交通への影響を考慮して、道路管理者と協議する必要があります。 

 

●路面標示の設置方法について 

路面標示の設置の必要性に加えて、既存の路面標示と干渉せず、誤認されない路面標示

の設置方法について、道路管理者との協議が必要となります。 

 

【交通管理者に対する協議・申請】 

●交通規制の実施方法について 

交通規制による分離を行う場合には、交通規制の曜日、時間帯等について交通管理者と

協議する必要があります。 

 

●路面標示の設置方法について 

路面標示の設置の必要性に加えて、既存の路面標示と干渉せず、誤認されない路面標示

の設置方法について、交通管理者との協議が必要となります。 
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② 待避所の活用に必要な協議・申請 

既存の空間を待避所として活用するためには、待避所として活用する土地の所有者との

協議が必要となります。また、待避所を明示する看板の設置に当たり、道路管理者・交通

管理者との協議・申請が必要となります。 

以下、待避所の活用に必要な協議・申請について示します。 

 

【道路管理者に対する協議・申請】 

●看板の設置位置について 

看板等を設置する場合には、自動車や歩行者、自転車の通行の妨げにならない位置に計

画する必要があります。妨げとならない設置位置については、道路管理者と協議する必要

があります。 

 

【交通管理者に対する協議・申請】 

●看板の設置位置・デザインについて 

看板等を設置する場合には、自動車や歩行者、自転車の通行の妨げにならない位置に計

画する必要があります。また、看板のデザインは既存の規制看板等の誤認を招かないもの

とする必要があります。通行の妨げとならない設置位置及び誤認を招かないデザインにつ

いては、交通管理者と協議する必要があります。 

 

【その他の協議】 

●待避所としての活用期間・時間帯等について（土地所有者） 

待避所として活用する土地の所有者と、待避所としての活用期間・時間帯等について調

整し、待避所としての活用に対する合意を得る必要があります。 

 

  



 

97 

③ 自動運転車両の通行場所の明示や看板設置に必要な協議・申請 

自動運転車両の通行場所を明示する看板や路面標示の設置に当たり、道路管理者・交通

管理者との協議・申請が必要となります。路面標示が必要な場合は、その必要性を整理し

た上で、交通管理者・道路管理者と設置方法について協議する必要があります。 

以下、自動運転車両の通行場所の明示や看板設置に必要な協議・申請について示します。 

 

【道路管理者に対する協議・申請】 

◇道路占用許可申請に関する協議 

●看板の設置位置について 

看板等を設置する場合には、自動車や歩行者、自転車の通行の妨げにならない位置に計

画する必要があります。妨げとならない設置位置については、道路管理者と協議する必要

があります。 

 

◇その他の協議 

●路面標示の設置方法について 

路面標示の設置の必要性に加えて、既存の路面標示と干渉せず、誤認されない路面標示

の設置方法について、道路管理者との協議が必要です。 

 

【交通管理者に対する協議・申請】 

●看板の設置位置・デザインについて 

看板等を建築限界内に設置する場合に、自動車や歩行者、自転車の通行の妨げにならな

い位置に計画する必要があります。また、看板のデザインは既存の規制看板等の誤認を招

かないものとする必要があります。通行の妨げとならない設置位置及び誤認を招かないデ

ザインについては、交通管理者と協議する必要があります。 

 

◇その他の協議 

●路面標示の設置方法について 

路面標示の設置の必要性に加えて、既存の路面標示と干渉せず、誤認されない路面標示

の設置方法について、交通管理者との協議が必要となります。 
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④ 地域の協力等による走行環境の整備に必要な協議 

地域の協力を得て、誤検知の原因となる植栽のせん定や路上駐車削減を呼びかけるチラ

シの配布等を行う場合には、植栽せん定の対象となる土地の所有者や、町内会と協議をす

る必要があります。 

以下、地域の協力等による走行環境の整備に必要な協議について示します。 

 

●植栽せん定の方法について（土地所有者） 

植栽せん定の方法や実施者について協議をする必要があります。定期的なせん定につい

ては、頻度や実施者を協議することが望ましいです。 

 

●路上駐車削減を呼びかけるチラシ等の配布について（町内会） 

路上駐車削減に効果的なチラシの内容について町内会と協議することが有効となります。

チラシの掲示や定期的な配布については、町内会の協力を求めることが考えられます。 
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3.4 レベル４実証運行ステップ 

3.4.1. レベル４実証運行ステップの概要 

「レベル 4 実証運行」ステップでは、「レベル４本格運行」を行うための課題と対応策を

整理した上で運行体制を構築するとともに、自動運行装置の走行環境条件の付与と特定自

動運行の許可を受けるまでの流れについて説明します。 

 

図 ３-３９ 「レベル４実証運行」ステップにおける検討・取組内容 

見出し番号 検討・取組事項 具体的な検討・取組内容 

3.4.2. 

 
 乗務員が乗車せず運行することで

生じる課題を整理し、その対応策
を検討 

3.4.3. 
  特定自動運行の許可申請に向け、

特定自動運行業務従事者の配置や
遠隔監視装置の導入を実施し、本
格運行時の運行体制を構築 

3.4.4. 
 

 道路運送車両法に基づき、自動運
行装置の走行環境条件の付与申請
を関東運輸局長に行い、レベル４
自動運転車両としての認可を受け
る。 

3.4.5. 
 

 道路交通法に基づき、東京都公安
委員会に対して特定自動運行の許
可を申請し、レベル４自動運転車
両を運行することに対する許可を
受ける。 

レベル 4本格運行を 

実施するための 

課題と対応策の検討 

レベル 4本格運行時の 

運行体制の構築 

道路交通法上の手続 

（特定自動運行の許可申請） 

道路運送車両法上の手続 

（走行環境条件の付与申請） 
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3.4.2. レベル４本格運行を実施するための課題と対応策の検討 

遠隔監視のみでのレベル 4 自動運転により運行する場合、乗務員が乗車しないため、こ

れまで乗務員が車内で行っていた運転以外の業務についても、遠隔監視装置等を用いて遠

隔から運行の安全確保を行うことや、緊急時に現地に駆け付けることなどで対応する必要

があります。 

道路交通法等関係法令に基づき検討が必要な課題と対応策を表 ３-７３に、道路運送法等

関係法令に基づき検討が必要な課題と対応策を表 ３-７４に示します。 

 

(1) 道路交通法等関係法令に基づく課題と対応策 

道路交通法等関係法令に基づき検討が必要な課題と対応策は以下のとおりです。 

 

表 ３-７３ 道路交通法等関係法令に基づく課題と対応策 

課題 対応策 

〇遠隔監視装置が正常に作動していないことを認めた

場合に自動運行を終了するための措置 

〇特定自動運行が終了した場合の措置 

 ・警察官の禁止、制限、命令等が行われているとき

に、特定自動運行用自動車を当該命令等に従って

通行させる措置 

 ・緊急車両の通行を妨げないようにするため必要な

措置 

 ・違法駐車と認められる場合の駐車方法を変更する

措置 

（踏切内で終了した場合） 

 ・直ちに踏切に停止している自動車があることを鉄

道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるため

の措置 

 ・当該車両を踏切以外の場所に移動するため必要な

措置 

〇交通事故があった場合の措置 

 ・最寄りの消防署に通報する措置 

 ・最寄りの警察署の警察官に交通事故発生日時等を

報告する措置 

 ・道路における危険を防止するため必要な措置 

 ・負傷者の救護                       

〇左記の措置を講ずるために必要

となる人員（現場措置業務実施

者）の配置 

〇関係機関へ通報を行うための電

話機等の設置 

〇現場に速やかに駆け付けるため

に必要な自動車等の設備や現場

従事者が待機するための建物の

配置 

〇現場に駆け付けた従事者による

手動運転又は遠隔操作※による

車両移動、レッカー車による車

両移動 

 ※遠隔操作をする場合はそのた

めの設備を遠隔監視場所に設

置する必要がある。 

〇遠隔から有人による個別案内 
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(2) 道路運送法等関係法令へ基づく課題と対応策 

道路運送法等関係法令に基づき検討が必要となる課題と対応策は以下のとおりです。 

表 ３-７４ 道路運送法等関係法令へ基づく課題と対応策 

課題 対応策 

〇乗車中の旅客に対する安全確保 

・走行中の移動防止、混雑緩和への協力 等 

〇自動音声装置※1によるアナウンス 等 

〇旅客の乗降時の安全確保 

・乗降口の扉の開閉 等 

〇遠隔から車室内及び車室外の状況を把
握できるカメラ及びセンサの設置 等 

〇運賃／料金の収受 〇キャッシュレス決済方式の採用 等 

〇乗降客の有無の確認  〇（乗車）停留所へのカメラ、センサ設
置による乗車客検知  

○遠隔から有人による乗車意思確認 

〇（降車）自動音声装置によるアナウン
ス 等 

○降車ボタンの設置 

〇バリアフリー対応（高齢者、障害者等の移動
等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリ
ー法）に基づく対応も含む。） 

〇自動昇降機能付きスロープの装備、点
字や音声による案内の充実 

〇遠隔から有人による個別案内 等 

〇車内において急病者が発生した時の処置 

 ・乗客への呼びかけ、応急手当その他必要な
措置 等 

〇車内において旅客が法令の規定、公の秩序、
善良の風俗に反する行為をするときの処置 

 ・行為の制止、反する行為をした乗客への指
示 等 

〇踏切内で運行不能となったときの処置 

 ・旅客の誘導、退避、列車に対する適切な防
護措置 等 

〇安全な運行に支障がある箇所を通過するとき
の処置 

 ・通過時の旅客の降車 等 

〇交通事故等により運行を中断した場合の処置 

 ・旅客の運送継続、出発地までの送還、旅客
の保護 等 
（死傷者が発生した場合）応急手当その他
必要な措置 等 

〇天災その他の理由により輸送の安全の確保に
支障が生ずるおそれがあるときの処置 

〇左記の措置を講ずるために必要となる
人員の配置 

〇関係機関へ通報を行うための電話機等
の設置 

〇現場に速やかに駆け付けるために必要
となる自動車等の設備や現場従事者が
待機するための建物の配置 

〇遠隔から車室内外の状況を把握できる
カメラ及びセンサの設置 

〇遠隔から有人による呼びかけ、個別案
内 

〇代替バスによる運送、最寄りの公共交
通機関への案内・誘導 

  

○遺失物の訴えを受理した場合等の措置 ○終点や車庫での車内点検の実施 

※1 「自動音声装置」とは、自動運転車内で乗客に合成音声により自動でアナウンスを行う装置のこと
を指します。本ガイドラインにおいては、車内状況を観測するカメラ・センサ等から推測される乗
客の状態に応じて、呼びかけを行うことを想定しています。   
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3.4.3. レベル４本格運行時の運行体制の構築 

遠隔監視のみでのレベル４自動運転を行うためには、道路交通法や道路運送法等の関係

法令に基づいて運行体制を構築する必要があることから、運行体制に必要な配置と場所に

ついて運行体制の例（図 ３-４０）を示します。 

レベル４自動運転には特定自動運行主任者を「遠隔監視室に配置」する場合と、「自動運

転車内に配置」する場合の２種類が考えられます。なお、本ガイドラインでは遠隔監視の

みでのレベル４自動運転を想定していることから、特定自動運行主任者を「遠隔監視室に配

置」する場合の運行体制を示します。 

  

 
 

図 ３-４０ 道路運送法・道路交通法等関係法令に基づいた運行体制の例 

  

※１ 遠隔監視室と駆け付け拠点は必ずしも同一拠点である必要はありません。 
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(1) 運行体制として必要な配置と役割 

1) 道路交通法等関係法令に基づき必要な配置と役割 

ア）特定自動運行実施者  

特定自動運行実施者は、特定自動運行を実施する運行主体（又は事業主体）のことです。

以下の役割を担います。 

 

表 ３-７５ 特定自動運行実施者の役割 

役割を担う状況 役割 

特定自動運行を

行う前の措置 

 特定自動運行主任者、現場措置業務実施者その他特定自動運行の

ために使用する者（特定自動運行業務従事者）に対し、特定自動

運行業務従事者が実施しなければならない措置を円滑かつ確実に

実施させるため、教育を行う。 

特定自動運行の

遵守事項 

 特定自動運行用自動車の周囲の道路及び交通の状況並びに当該特

定自動運行用自動車の状況を映像及び音声により確認することが

できる装置を遠隔監視室等に備え付け、特定自動運行主任者を配

置する。 

 当該特定自動運行用自動車の見やすい箇所に特定自動運行中であ

る旨を表示する。 

 

イ）特定自動運行主任者 

特定自動運行主任者は、遠隔監視室等から自動運転車の監視等を行う人のことです。以

下の役割を担います。 

 

表 ３-７６ 特定自動運行主任者の役割 

役割を担う状況 役割 

遠隔監視装置の

作動時 

 遠隔監視装置の作動状態の監視 

 正常に作動しない場合に運行を終了させる措置 

特定自動運行の

終了時 

 警察官の命令等が行われているときに、当該命令に従う措置 

 緊急自動車等の通行を妨げない措置 

 駐車の方法を変更するなどの措置 

交通事故等 

発生時 

 消防機関に通報する措置 

 現場措置業務実施者を事故現場に向かわせる措置 

 警察官に事故発生日時を報告する措置 
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ウ）現場措置業務実施者 

現場措置業務実施者は、自動運転車に係る交通事故があったとき、現場に駆け付けられ

るように駆けつけ拠点等に待機する人のことです。以下の役割を担います。 

 

表 ３-７７ 現場措置業務実施者の役割 

役割を担う状況 役割 

交通事故等 

発生時時 

 交通事故の現場において道路における危険を防止するなど必要な

措置 

 

2) 道路運送法等関係法令に基づき必要な人員と役割 

エ）特定自動運行保安員 

特定自動運行保安員は、遠隔監視装置等の装置を用いて遠隔から運行の安全の確保に関

する業務を行う人のことです。 

具体的には、乗車中の旅客に対する安全確保や旅客の乗降時の安全確保を行うほか、運

行中断・事故発生時における措置（乗客への応急手当等）を行う必要があります。 

なお、特定自動運行保安員は、特定自動運行主任者や現場措置業務実施者が兼任するこ

とができます。 

 

(2) 遠隔監視室、駆け付け拠点の設置 

自動運転車に乗務員が乗車しない場合は、遠隔監視室と駆け付け拠点を設置し、特定自

動運行主任者や現場措置業務実施者を配置することが必要です。 

なお、遠隔監視室と駆け付け拠点は同じ場所に設置しても構いません。ただし、現場措

置業務実施者は交通事故等発生時に現場に速やかに駆け付ける必要があることから、駆け

付け拠点は自動運転車のルートに近い場所に設置するように留意する必要があります。 
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3.4.4. 道路運送車両法上の手続（走行環境条件の付与申請） 

レベル４自動運転により運行するためには道路運送車両法に基づき、車両について自動

運行装置の走行環境条件の付与を受けることが必要となります。 

走行環境条件の付与とは、レベル４自動運転車両が安全に走行できる条件（場所、天候、

速度等）について、申請者が関東運輸局⾧から通知を受けることを指します。ここでは自

動運行装置の走行環境条件の付与申請までの流れと、必要な書類の概要について示します。 

 

(1) 自動運行装置の走行環境条件の付与申請の流れ 

自動運行装置の走行環境条件の付与申請の流れを図 ３-４１に示します。なお、自動運

転車公道走行ワーキンググループ（以下「公道走行 WG」という。）による走行環境条件等

の検討から走行環境条件の付与を受けるまでにかかる期間について、先行事例ではおよそ

1 年程度要しています。 

 

 
図 ３-４１ 自動運行装置の走行環境条件の付与を受けるまでの流れ 
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1) 公道走行ＷＧによる走行環境条件等の検討 

走行環境条件の付与の申請を行う事業者は、公道走行 WG において公的試験機関での試

験を行う際に必要となる走行環境条件等の検討を行う必要があるため、国土交通省 物流・

自動車局 技術・環境政策課に連絡します。本 WG では実証運行の実績を加味して走行環境

条件等の検討を行うため、下記に示す 3) 及び 4) の手続の前に同課と協議を行う必要があ

ります。 

 

2) 関東運輸局への試験評価方法に関する事前相談 

 公道走行 WG で走行環境条件等を検討した後に、関東運輸局自動車技術安全部技術課に

対して、3)の公的試験機関での試験内容や、4)の走行環境条件の付与申請方法等について

事前に確認を行う必要があります。 

 

3) 公的試験機関での試験実施 

走行環境条件の付与申請には、公的試験機関における試験結果を添付する必要がありま

す。試験を実施する機関として、関東運輸局自動車技術安全部技術課は一般財団法人日本

自動車研究所を推奨しています。他の機関等で実施する必要がある場合には、事前に同課

に相談する必要があります。 

 

4) 関東運輸局への走行環境条件の付与申請 

関東運輸局自動車技術安全部技術課に対して、走行環境条件の付与の申請書及び添付書

類を提出します（申請に係る手数料は無料です。）。申請してから走行環境条件の付与が通

知されるまでの処理期間の目安については、申請書及び添付書類に不備がない場合は 30 日

間となっています。 

 

(2) 走行環境条件の付与申請を行う際の書類 

 自動運行装置の走行環境条件の付与申請に必要な書類を以下の表に示します。なお、申

請者及び添付書類の詳細については、「走行環境条件の付与の実施要領について(依命通達) 

(令和 2 年 3 月 31 日付け 自技第 269 号) 別添 走行環境条件の付与の実施要領」に示されて

います。 

  



 

107 

表 ３-７８ 走行環境条件の付与申請時に必要な書類 

申請書（記載事項） 
（１） 申請者の氏名又は名称及び住所 
（２） 装置の名称及び型式 
（３） 使用される場所、気象及び交通その他の状況（走行環境条件） 
（４） 当該装置の作動中における運転者の要否※1 

添付書類の概要 
（１） 申請に係る装置の構造及び性能を記載した書面 
（２） 申請に係る装置の外観図 
（３） 申請に係る装置が、「走行環境状況※2」で使用されるものと仮定した場合 

において、保安基準第 48 条に定める基準に適合するものであることを 
証する書面 

（４） 申請に係る装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部 
の範囲 

（５） 走行環境状況について、その範囲・内容を技術的・客観的に裏付ける 
ものであり、事前及び事後に再現性をもって確認可能な形で技術的内容 
を記載した書面 

（６） 申請に係る装置を備える自動車又は特定共通構造部が、新規検査又は 
予備検査時及び使用過程時において、自動車の特定改造等の許可に関する 
省令に適合している組織で管理されていることを証する書面 

（７） 申請に係る装置を備える自動車又は特定共通構造部が、新規検査又は 
予備検査時において、サイバーセキュリティの確保に係る保安基準 
第 17 条の２第３項及びプログラム等の確実な改変に係る保安基準同条 
第４項に定める基準に適合するものであることを証する書面 

（８） 第７で付される遵守事項の誓約書 
（９） 使用者への走行環境条件及び遵守事項の周知の方法を記載した書面 
（１０） 申請に係る装置が自動車に備えられていることを確認する方法を記載 

した書面 
（１１） 申請に係る装置を備える自動車の車台番号の拓本若しくは写真又は 

製作証明書若しくは通関証明書の写し 
（１２） 申請に係る装置を備える自動車の車検証の写し及び車台番号の拓本 

又は写真 
（１３） その他国土交通大臣又は地方運輸局長が必要と認めた書面 

 

※1 運行区間が全区間レベル４の場合、運転手は否 

※2走行環境状況：申請書の２に記載された当該装置が使用される場所、気象及び交通

その他の状況 
『「走行環境条件の付与の実施要領について(依命通達)」(令和２年３月３１日付け 自技第２６９号) 

 別添 走行環境条件の付与の実施要領』（国土交通省自動車局）を基に作成 
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3.4.5. 道路交通法上の手続（特定自動運行の許可申請） 

レベル４自動運転車両を公道で運行するためには、自動運行装置の走行環境条件付与書

を取得した後に、道路交通法に基づき特定自動運行の許可を受けることが必要となります。 

ここでは特定自動運行の許可申請について、許可を受けるまでの流れと、申請に必要な

書類の概要について示します。 

 

(1) 特定自動運行の許可申請 

特定自動運行の許可申請の流れを図 ３-４２に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-４２ 特定自動運行の許可を受けるまでの流れ 

 

1) 警視庁との事前協議 

特定自動運行の申請時に提出する書類について、警視庁へ事前に協議する必要がありま

す。そのため、特定自動運行用自動車（特定自動運行に使用する自動車）が運行するルー

ト、自動運行装置の性能、運行に係る特定自動運行主任者の配置など、特定自動運行計画

の内容がおおむね決定した段階で警視庁へ相談を行います。相談先は、警視庁交通部 交通

総務課モビリティ戦略第二係です。  
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2) 東京都公安委員会（警視庁）への特定自動運行の許可申請 

警視庁交通部交通総務課モビリティ戦略第二係に対して、車両、ルート、運行日時、実

施すべき措置が実施されることを担保する体制、特定自動運行主任者等への教育の内容等

を記載した申請書（特定自動運行計画）と添付書類を提出し、手数料を納付します。 

 

3) 特定自動運行許可証の交付、許可の公示 

審査の結果、許可の申請が相当と認められた場合、特定自動運行許可証が交付され、許

可された旨が警視庁ホームページで公示されます。なお、標準処理期間は、行政庁の休日

を含まない 45 日ですが、審査基準に定める例外事由に該当する場合は、当該対応に要する

期間が加算されます。 

 

(2) 特定自動運許可申請書の記載内容・添付書類 

特定自動運行の許可申請に必要な書類を以下の表に示します。なお、申請書、特定自動

運行計画、及び添付書類の詳細については、「特定自動運行に係る許可制度に関する解釈

及び運用上の留意事項について（通達）」（以下「警察庁通達」という。）に示されていま

す。 

表 ３-７９ 特定自動運行の許可申請時に必要な書類 

申請書（記載事項） 
ア  特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 

イ  特定自動運行計画（申請書の所定の欄に特定自動運行計画の概要を記載し、特

定自動運行計画の詳細は別紙に記載して添付する。） 

特定自動運行計画（主な記載事項） 

 特定自動運行用自動車の車名及び型式などの詳細 

 特定自動運行の経路、特定自動運行が行われる日及び時間帯、前提となる気象状

況など 

 特定自動運行実施者が行う特定自動運行業務従事者に対する教育、配置場所、人

員などの具体的内容及びその実施方法などの詳細 

など、警察庁通達の「第３１(3)特定自動運行計画の記載事項について」アからソま

での 15 項目を記載します。 

添付書類 

ア  自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面 

イ  住民票の写し、旅券等の写し又は登記事項証明書及び役員の住民票の写し 

ウ  特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面（国土

交通大臣等が交付する走行環境条件付与書の写し等）  

エ  道路交通法第 75 条の 12 第２項第２号ニ(5)に規定する設備の状況を明らかにし

た図面又は写真 

オ  特定自動運行計画に従って行われる特定自動運行が人又は物の運送を目的とす

るものであって、当該運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認め

られることを明らかにする書類  

「特定自動運行に係る許可制度に関する解釈及び運用上の留意事項について（通達）」 
（警察庁、令和 5 年 3 月）を基に作成 
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■関係機関への許認可申請等の窓口一覧 
  

本ガイドラインで示した道路占用等で関係機関に許認可等申請が必要な場合の申請等の

窓口一覧は、下記のとおりです。 

 

表 関係機関への許認可申請等の窓口一覧 

申請等 協議・申請窓口 

自動運転の公道実

証実験の実施に関

する問合せ先 

＜道路使用に関する連絡窓口＞ 

・警視庁 交通部 交通総務課 モビリティ戦略 第二係 

＜使用車両の基準緩和認定に関する連絡窓口＞ 

・国土交通省 関東運輸局 自動車技術 安全部技術課 

走行環境整備に関

する問合せ先 
※実証実験に関する

道路管理者への問

合せ先を含む 

＜道路管理者への連絡窓口※1＞ 

・国道：国土交通省 関東地方整備局 道路部 道路計画第二課 

・都道：東京都 建設局 道路管理部 監察指導課 

・区市町村道：各区市町村の交通政策部署又は道路管理部署 

※1 上記部署との協議・調整をした後に現場管理部署との協議等が必要な場合

があります。 

＜交通管理者への連絡窓口※2＞ 

・警視庁 交通部 交通総務課 モビリティ戦略 第二係 

※2 上記連絡窓口から担当部署に取り次がれます。 

走行環境条件の付

与申請に関する問

合せ先 

＜公道走行 WGに関する連絡窓口＞ 

・国土交通省 物流・自動車局 技術・環境政策課 

＜走行環境条件の付与申請方法等関する連絡窓口＞ 

・国土交通省 関東運輸局 自動車技術 安全部技術課 

特定自動運行の許

可申請に関する問

合せ先 

・警視庁 交通部 交通総務課 モビリティ戦略 第二係 

本ガイドライン 
及び公共交通への

自動運転サービス

導入全般に関する

相談窓口 

・東京都 都市整備局 都市基盤部 交通企画課 

  


